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は
じ
め
に

　
釈
尊
の
出
家
主
義
は
、
仏
教
の
根
本
的
な
理
念
と
し
て
、
様
々
な
時
代
・
地
域
を
通
底
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
執
着
を
滅
し
て

解
脱
を
得
る
た
め
、
仏
教
者
は
家
庭
や
社
会
か
ら
離
脱
す
る
。
し
か
し
出
世
間
性
を
突
き
詰
め
る
と
、
人
間
と
し
て
の
生
命
活
動
す
ら

困
難
と
な
る
。
釈
尊
が
厳
し
い
苦
行
の
す
え
、
ス
ジ
ャ
ー
タ
か
ら
乳
粥
の
供
養
を
受
け
て
存
命
し
、
苦
行
主
義
と
快
楽
主
義
の
ど
ち
ら

に
も
片
寄
ら
な
い
、
不
苦
不
楽
の
中
道
を
覚
っ
た
と
い
う
説
話
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
理
念
と
し
て
は
社
会
か
ら
の
離
脱
を
標
榜
し
つ
つ
、
実
際
に
は
社
会
と
の
関
係
を
継
続
す
る
と
い
う
両
義
性
は
、
す
で
に
釈

尊
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
危
う
さ
を
内
在
す
る
が
故
に
、
仏
教
は
社
会
と
の
距
離
の
取
り
方
を
常
に
模

索
し
、
多
様
な
変
遷
を
繰
り
返
す
こ
と
と
な
る
。
要
す
る
に
、
同
じ
仏
教
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
強
く
志
向
す
る

も
の
と
、
逆
に
社
会
と
と
も
に
歩
む
こ
と
に
重
き
を
置
く
も
の
と
の
間
で
、
振
り
子
の
よ
う
に
揺
れ
動
き
、
多
様
な
思
想
・
形
態
が
生

じ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

日
本
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
の
資
糧
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
乞
食
・
蔬
食
─

小
林
　
崇
仁
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日
本
古
代
の
仏
教
に
お
い
て
、
出
世
間
へ
の
志
向
性
の
強
い
形
態
と
し
て
は
、
所
謂
ゆ
る
「
山
林
修
行
」1

が
顕
著
で
あ
る
。『
養
老

僧
尼
令
』「
第
十
三
禅
行
条
」
に
よ
り
、
仏
教
者
の
山
林
修
行
は
申
請
の
上
で
認
め
ら
れ
て
い
た
が2

、
す
で
に
奈
良
前
期
に
は
無
許
可

で
の
山
林
修
行
に
禁
制
が
出
さ
れ
て
お
り3

、4

任
意
で
山
林
に
入
る
修
行
者
も
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。ま
た
天
平
六
年(

734)

以
降
、

優
婆
塞
が
得
度
す
る
条
件
と
し
て
、『
法
華
経
』『
最
勝
王
経
』
の
闇
誦
、
礼
仏
の
理
解
、
浄
行
三
年
以
上
と
定
め
ら
れ
た
が5

、
淳
仁
期

に
諸
国
の
山
林
に
て
「
清
行
」
を
十
年
以
上
積
ん
だ
優
婆
塞
に
得
度
が
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
に6

、「
浄
行
」
の
場
は
主
と
し
て
山
林
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
る7

。
お
そ
ら
く
当
時
僧
侶
を
志
す
者
は
、基
本
的
に
は
山
林
に
て
修
行
を
積
ん
だ
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
光
仁
期
に
は
「
清
行
の
者
」
を
選
ん
で
十
禅
師
と
し
、
永
年
の
供
養
を
充
て
る
な
ど8

、
有
行
有
徳
の
山
林
修
行
者
を
重
ん
ず
る

傾
向
が
見
え
る
。
そ
し
て
桓
武
期
に
は
、
政
治
と
仏
教
に
一
定
の
距
離
を
置
き
つ
つ9

、
僧
尼
の
浄
行
性
を
よ
り
重
視
し
、
都
を
離
れ
て

山
林
に
て
修
行
に
勤
し
む
僧
尼
を
奨
励
し
て
い
る
。
子
嶋
寺
の
報
恩11

や
室
生
寺
の
賢
璟11

へ
の
支
援
、
そ
し
て
近
江
国
梵
釈
寺
の
造
営11

な

ど
は
そ
の
実
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の
傾
向
は
嵯
峨
期
に
も
引
き
継
が
れ
、
聴
福11

や
玄
賓11

な
ど
、
優
れ
た
山
林
修
行
者
に
殊
遇
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
機
運
に
お
い
て
、
伝
教
大
師
最
澄
は
比
叡
山
上
で
の
修
行
制
度
の
樹
立
を
図
り
、
弘
法
大
師
空
海
は
高
野
山
の
開

創
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
ほ
か
、
当
時
の
仏
教
説
話
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
山
林
に
て
修
行
す
る
優
婆
塞
、
禅
師
、
沙
門
な
ど
が
多

く
登
場
し
て
お
り
、
仏
教
者
が
盛
ん
に
山
林
修
行
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

　
も
っ
と
も
、一
口
に
山
林
修
行
と
い
っ
て
も
、実
に
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
。
そ
の
身
分
と
し
て
は
、僧
・
尼
、沙
弥
・
沙
弥
尼
、優
婆
塞
・

優
婆
夷
が
あ
り
、さ
ら
に
自
度
や
逃
役
者
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
形
態
と
し
て
は
、山
寺
に
長
期
間
止
住
す
る
も
の
、各
地
の
山
々

を
展
転
と
跋
渉
す
る
も
の
、入
峰
困
難
な
深
山
の
登
頂
を
め
ざ
す
も
の
、定
期
的
に
本
寺
か
ら
山
寺
へ
と
赴
き
修
行
す
る
も
の
な
ど
様
々

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
目
的
も
、
厭
世
、
修
道
、
得
度
、
治
病
、
現
世
利
益
な
ど
、
修
行
者
に
よ
っ
て
一
定
し
て
い
な
い
。

　
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
家
庭
を
離
れ
、
郷
里
を
離
れ
、
本
寺
を
離
れ
て
、
社
会
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
い
て
活
動
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を
続
け
る
以
上
、
そ
の
た
め
の
資
糧
を
ど
の
よ
う
に
し
て
得
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
は
や
り
修
行
者
に
と
っ
て
一
つ
の
問
題
で
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
山
林
に
踏
み
入
っ
た
修
行
者
た
ち
は
、
そ
の
活
動
を
継
続
し
て
ゆ
く
衣
食
住
の
資
糧
を
、
ど
の
よ
う
に
得
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
山
林
修
行
者
に
資
糧
を
提
供
し
た
人
達
は
、
そ
こ
に
ど
ん
な
意
図
を
込
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
山
林
修
行
の
経
済
基
盤
を
問
う
こ
と
は
、
仏
教
の
根
本
的
な
理
念
で
あ
る
出
家
主
義
が
、
日
本
に
お
い
て
ど
う
受
容
さ
れ
た
の
か
、

そ
し
て
古
代
社
会
に
お
い
て
山
林
修
行
者
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
な
視
座
を
与
え
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
は
山
林
修
行
者
た
ち
の
経
済
基
盤
に
注
目
し
、
古
代
社
会
に
お
け
る
山
林
修
行
、
ひ
い
て
は
日
本

に
お
け
る
仏
教
の
位
相
を
解
明
す
る
一
助
と
し
た
い
。

                                      
※

　
古
代
日
本
に
お
け
る
山
林
修
行
の
経
済
基
盤
に
つ
い
て
、
当
時
の
文
献
史
料
を
精
査
す
る
と
、
様
々
な
場
合
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
れ
は
相
互
に
連
関
し
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
一
度
に
論
じ
尽
く
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
ま
ず
今
回
は
、
山
林
修
行

者
の
中
で
も
、も
っ
と
も
出
世
間
的
志
向
の
強
い
者
に
と
っ
て
、お
そ
ら
く
は
基
本
的
な
行
状
と
な
る
で
あ
ろ
う
、「
乞
食
」
と
「
蔬
食
」

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。

　
延
暦
十
六
年(

797)

、
当
時
二
十
四
歳
の
空
海(

774-
835)
は
、
儒
道
仏
の
三
教
を
戯
曲
風
に
比
較
し
た
『
三
教
指
帰
』
を
撰
述
し
た
。

こ
こ
に
登
場
す
る
「
仮
名
乞
児
」
は
、「
三
界
に
家
な
し
」
と
述
べ
る
な
ど
、
真
摯
な
仏
教
の
出
家
修
行
者
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

彼
の
痩
せ
細
っ
た
み
す
ぼ
ら
し
い
容
姿
に
、
市
辺
の
乞
者
さ
え
眉
を
ひ
そ
め
た
が
、
胸
中
に
は
仏
道
を
求
め
る
強
い
志
を
抱
い
て
い
た

と
い
う
。

　
仮
名
乞
児
は
、
自
身
の
修
行
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

慈
悲
聖
帝
。
示
終
之
日
。
丁
寧
顧
命
於
補
處
儲
君
。
舊
徳
曼
殊
等
。
授
印
璽
於
慈
尊
。
教
撫
民
於
攝
臣
。
是
以
。
大
臣
文
殊
迦
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葉
等
。
班
芳
檄
於
諸
州
。
告
即
位
於
衆
庶
。
是
故
。
余
忽
承
檄
旨
。
秣
馬
脂
車
。
裝
捒
取
道
。
不
論
隂
陽
。
向
都
史
亰
。
経
途

多
艱
。
人
烟
夐
絶
。
康
衢
甚
繁
。
径
路
未
詳
。
一
二
従
者
。
或
沈
溺
泥
中
拔
出
未
期
。
或
騁
馬
奔
車
先
已
發
進
。
因
茲
。
不
弃

微
物
。
孑
身
負
擔
。
粮
絶
路
迷
。
辱
進
門
側
。
乞
行
路
資
。11

　
こ
れ
に
よ
り
、
仮
名
乞
児
が
家
や
国
を
離
れ
、
山
野
を
跋
渉
し
、
各
地
を
遍
歴
し
て
め
ざ
す
と
こ
ろ
が
、「
覩
史
京
」
つ
ま
り
弥
勒

菩
薩
の
浄
土
・
覩
史
多
天
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
道
中
は
困
難
で
、
人
里
も
遙
か
に
途
絶
え
、
若
干
の
従
者
と
も
は

ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
。「
粮
絶
え
路
に
迷
い
、
か
た
じ
け
な
く
門
の
側
に
進
ん
で
、
行
路
の
資
を
乞
う
」
て
い
る
と
い
う
。
仮
名
乞
児
は
、

そ
の
名
が
示
す
如
く
、「
松
林
」
よ
り
発
し
て
「
聚
落
」
に
赴
き
、
少
欲
知
足
の
意
を
保
ち
つ
つ
、
鉢
を
捧
げ
て
乞
食
し
て
回
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
描
写
か
ら
、
本
寺
を
離
れ
て
、
山
林
に
閑
居
す
る
、
あ
る
い
は
各
地
を
遍
歴
す
る
修
行
者
に
と
っ
て
、
そ
の
資
糧

を
得
る
一
つ
の
方
法
が
、
市
里
に
赴
い
て
の
「
乞
食
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
仮
名
乞
児
の
行
状
に
は
、

或
登
金
巖
而
遇
雪
坎
壈
。
或
跨
石
峯
而
絶
粮

軻
。
或
眄
雲
童
孃
懈
心
服
思
。
或
観
滸
倍
尼
策
意
厭
離
。
拂
霜
食
蔬
遥
同
伋
行
。

掃
雪
枕
肱
還
等
孔
誡
。
青
幕
張
天
不
勞
房
屋
。
縞
幌
懸
嶽
不
營
幃
帳
。
夏
則
緩
意
披
襟
。
對
太
王
之
雄
風
。
冬
則
縮
頸
覆
裾
。

守
燧
帝
之
猛
火
。
橡
飯
荼
菜
一
旬
不
給
。
紙
袍
葛
褞
二
肩
不
蔽
。
一
枝
逍
遥
。
半
粒
自
得
。
不
願
何
曾
之
滋
味
。
誰
愛
子
方
之

温
裘
。
三
樂
之
叟
比
此
有
愧
。
四
皓
之
老
對
此
非
儔
。
形
似
可
笑
。
志
已
不
奪
。11

と
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。「
金
巌
」
や
「
石
峯
」
に
よ
じ
登
り
、「
蔬
を
食
い
」「
肱
を
枕
と
し
て
」
修
行
を
続
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
橡
」

や
「
荼
」
の
食
事
も
十
日
に
一
度
も
ま
ま
な
ら
ず
、「
紙
」
や
「
葛
」
の
衣
服
も
片
肩
が
現
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
描
写
さ
れ
る
。
こ

れ
は
所
謂
ゆ
る
「
草
衣
」「
蔬
食
」
を
意
味
し
、
隠
者
の
衣
食
を
表
現
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
描
写
か
ら
、
山
林
修
行
者

が
資
糧
を
得
る
も
う
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、山
居
し
て
自
然
か
ら
得
ら
れ
る
資
糧
に
よ
っ
て
自
活
す
る
「
蔬
食
」
が
想
定
さ
れ
得
る
。
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空
海
は
『
三
教
指
帰
』
に
て
、「
出
世
の
趣
を
示
す
」
た
め
に
「
仮
名
乞
児
」
を
登
場
さ
せ
た
が
、
そ
の
修
行
の
資
糧
は
、
主
に
「
乞

食
」
と
「
蔬
食
」
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
出
家
修
行
者
の
あ
り
方
は
、
空
海
が
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得

な
い
。
ま
た
、
空
海
自
身
が
『
三
教
指
帰
』
に
て
自
序
し
、
京
で
の
遊
学
の
際
、
一
沙
門
よ
り
虚
空
蔵
聞
持
の
法
を
受
け
、
阿
波
国
大

滝
嶽
や
土
佐
国
室
戸
岬
に
て
勤
念
し
た
後
、「
朝
市
の
栄
華
を
ば
念
念
に
こ
れ
を
厭
い
、
巌
薮
の
煙
霞
を
ば
日
夕
に
こ
れ
を
飢
う
」11

と

述
べ
、
さ
ら
に
『
性
霊
集
』
に
も
空
海
自
ら
「
少
年
の
日
、
好
ん
で
山
水
を
渉
覧
し
」11

、「
弱
冠
よ
り
知
命
に
及
ぶ
ま
で
山
薮
を
宅
と
為

し
」11

た
と
記
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
修
行
の
あ
り
方
は
、「
仮
名
乞
児
」
の
そ
れ
と
通
ず
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
、
古
代
日
本
に
お
け
る
山
林
修
行
者
の
「
乞
食
」
と
「
蔬
食
」
に
つ
い
て
、
当
時
の
史
料
か
ら
そ
の
実
際
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
乞
食

（
１
）
イ
ン
ド
に
お
け
る
乞
食
行

　
そ
も
そ
も
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
、「
乞
食
」
は
バ
ラ
モ
ン
の
生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
人
生
を
学
生
期
・

家
長
期
・
林
住
期
・
遊
行
期
の
四
住
期
に
分
け
、
最
後
の
遊
行
期
に
お
い
て
、
各
地
を
遍
歴
し
て
乞
食
し
、
解
脱
を
求
め
る
と
い
う
余

生
を
送
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
釈
尊
は
、
四
住
期
を
全
う
す
る
義
務
を
捨
て
、
若
く
し
て
出
家
し
、
乞
食
を
基
本
と
す
る
遊
行
生
活
を
選
ん
だ
。
釈

尊
の
弟
子
た
ち
も
こ
れ
に
習
い
、
そ
の
基
本
的
な
生
活
法
は
、「
頭
陀
行
」
と
し
て
次
第
に
体
系
づ
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
劉
宋
代
の

求
那
跋
陀
羅(

394-

468)

が
訳
し
た
『
仏
説
十
二
頭
陀
経
』
に
は
、
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佛
告
迦
葉
。
阿
蘭
若
比
丘
。
遠
離
二
著
形
心
清
淨
行
頭
陀
法
。
行
此
法
者
。
有
十
二
事
。
一
者
在
阿
蘭
若
處
。
二
者
常
行
乞
食
。

三
者
次
第
乞
食
。
四
者
受
一
食
法
。
五
者
節
量
食
。
六
者
中
後
不
得
飲
漿
。
七
者
著
弊
納
衣
。
八
者
伹
三
衣
。
九
者
塚
間
住
。

十
者
樹
下
止
。
十
一
者
露
地
坐
。
十
二
者
但
坐
不
臥
。22

と
説
か
れ
る
。「
頭
陀
」
と
は
、
総
じ
て
衣
食
住
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
常
に
乞
食
の
み
で
食
を
得
て
一
日
一
食
に
節
食
し
、
ぼ
ろ

布
で
作
っ
た
三
衣
の
み
を
纏
い
、
人
里
離
れ
た
樹
下
や
墓
地
な
ど
空
寂
な
場
所
に
住
し
、
常
坐
不
臥
の
生
活
を
送
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
単
な
る
修
行
生
活
の
規
則
を
越
え
、
少
欲
知
足
を
実
践
す
る
仏
弟
子
の
あ
る
べ
き
姿
と
さ
れ
、
ま
た
解
脱
を
得
る
手
段
の
一

つ
と
し
て
も
重
視
さ
れ
た22

。

　
こ
の
よ
う
に
仏
教
の
出
家
者
集
団
（
僧
伽
＝
サ
ン
ガ
）
は
、
頭
陀
行
を
重
視
し
た
が
、
一
年
の
う
ち
雨
季
の
三
ヶ
月
間
は
、
一
定
の

場
所
に
定
住
し
て
修
行
に
勤
め
た
。
こ
の
時
季
は
交
通
に
適
さ
な
い
上
、
水
た
ま
り
の
虫
な
ど
を
踏
む
恐
れ
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
定
住
期
間
を
「
安
居
」
と
い
う
。
安
居
の
終
わ
る
日
に
は
「
自
恣
」
を
行
い
、
修
行
中
の
罪
を
告
白
懺
悔
し
、
他
の
僧
の
訓
戒
を

受
け
た
。
自
恣
が
終
わ
る
と
、
再
び
遊
行
に
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
半
月
に
一
度
、
定
め
ら
れ
た
結
界
に
い
る
修
行
者
た
ち
が
一

箇
所
に
集
ま
り
、
戒
本
を
誦
し
て
反
省
す
る
「
布
薩
」
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
仏
弟
子
た
ち
は
、
遊
行
と
止
住
、
離
散
と
集
合
を
繰
り
返
し
、
自
他
共
に
戒
を
確
認
し
な
が
ら
、
修
行
生
活
を
送
っ
た
と

さ
れ
る
。

（
２
）
律
令
下
で
の
乞
食
行

　
日
本
の
律
令
下
に
お
い
て
、
僧
尼
の
乞
食
は
、
正
式
な
申
請
を
す
れ
ば
、
認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
養
老
二
年(

718)
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に
修
正
さ
れ
た
『
養
老
僧
尼
令
』「
第
五
非
寺
院
条
」
に
は
、

凢
僧
尼
非
在
寺
院
。別
立
道
塲
。聚
衆
教
化
。并
妄
説
罪
福
。及
敺
擊
長
宿
者
。皆
還
俗
。國
郡
官
司
。知
而
不
禁
止
者
。依
律
科
罪
。

其
有
乞
食
者
。
三
綱
連
署
。
經
國
郡
司
。
勘
知
精
進
練
行
判
許
。
京
内
仍
經
玄
蕃
知
。
並
湏
午
以
前
捧
鉢
告
乞
。
不
得
因
此
更

乞
餘
物
。22

と
規
定
さ
れ
る
。
乞
食
行
を
希
望
す
る
者
が
あ
っ
た
場
合
、
各
寺
院
の
三
網
が
連
署
し
、
京
内
で
あ
れ
ば
玄
蕃
寮
に
、
他
国
で
あ
れ
ば

国
郡
司
に
報
告
し
、
修
行
に
熱
心
な
僧
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
乞
食
行
の
許
可
が
下
り
た
。
た
だ
そ
の
場
合
、
午
前
中
に
鉢

を
捧
げ
て
告
げ
乞
う
よ
う
に
し
、
食
物
以
外
の
も
の
を
乞
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
古
代
日
本
で
の
乞
食
行
は
、
寺
院
の
統
括
者
の
同
意
と
、
官
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
自
治
的
な
サ
ン
ガ
で
の
乞

食
行
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
条
件
付
き
と
は
い
え
、
乞
食
行
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
沿
っ
た
形
で
実
践
す
る

仏
教
者
が
い
た
こ
と
は
想
定
し
う
る
。

　
一
方
、
山
林
修
行
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
養
老
僧
尼
令
』「
第
十
三
禅
行
条
」
に
、

凢
僧
尼
有
禅
行
。
修
道
。
意
樂
寂
靜
。
不
交
於
俗
。
欲
求
山
居
服
餌
者
。
三
綱
連
署
。
在
京
者
。
僧
綱
經
玄
蕃
。
在
外
者
。
三

綱
經
國
郡
。
勘
實
並
録
申
官
。
判
下
山
居
所
隷
國
郡
。
毎
知
在
山
。
不
得
別
向
他
處
。22

と
あ
り
、
各
寺
院
の
三
網
が
連
署
し
、
京
内
で
あ
れ
ば
僧
綱
を
経
て
玄
蕃
寮
へ
、
他
国
で
あ
れ
ば
国
郡
司
に
報
告
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実

態
調
査
し
た
上
で
太
政
官
に
奏
上
し
て
許
可
を
求
め
た
。
許
可
が
下
り
て
も
、
僧
尼
が
他
の
修
行
地
に
移
動
し
な
い
よ
う
に
、
所
轄
の

国
郡
司
は
、
常
に
僧
尼
の
監
督
す
る
よ
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
乞
食
と
同
様
、
寺
院
の
統
括
者
の
同
意
と
、
官
の
許
可
が

必
要
で
あ
り
、
任
意
で
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
乞
食
と
山
林
修
行
の
規
定
か
ら
し
て
、例
え
ば
仮
名
乞
児
の
よ
う
に
、乞
食
し
な
が
ら
山
々
や
各
地
を
遍
歴
す
る
こ
と
は
、『
僧
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尼
令
』
か
ら
す
れ
ば
違
犯
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
市
里
に
ほ
ど
近
い
山
麓
に
山
房
を
私
的
に
営
み
、
そ
こ
に
住
し
て
日
々
に
乞
食
す

る
と
い
う
形
態
も
、『
僧
尼
令
』
に
違
犯
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
後
者
の
山
林
修
行
者
の
乞
食
行
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
行
う

者
も
多
か
っ
た
と
見
え
、
一
度
だ
け
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
養
老
二
年(

718)

十
月
に
は
、
太
政
官
が
僧
綱
に
告
げ
て
、

其
居
非
精
舍
。
行
乖
練
行
。
任
意
入
山
。
輙
造
菴
窟
。
混
濁
山
河
之
清
。
雜
燻
煙
霧
之
彩
。
又
經
曰
。
日
乞
告
穢
雜
市
里
。
情

雖
逐
於
和
光
。
形
無
別
于
窮
乞
。
如
斯
之
輩
愼
加
禁
喩
。22

と
し
、
意
に
任
せ
て
山
林
に
入
り
庵
窟
を
造
っ
た
り
、
日
々
に
市
里
に
て
乞
食
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
僧
尼
の

自
由
な
山
居
修
道
に
つ
い
て
、「
山
河
の
清
を
混
濁
す
」
と
し
て
禁
止
し
、
さ
ら
に
典
拠
不
明
の
『
経
』
を
引
用
し
、
僧
尼
の
乞
食
行

は
、
た
と
え
内
面
に
和
光
同
塵
の
志
が
あ
っ
て
も
、
外
見
は
単
な
る
乞
者
と
変
ら
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
仏
教
的
な

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
外
見
は
乞
者
と
変
ら
ず
と
も
、
内
に
道
心
が
あ
れ
ば
、「
隠
身
の
聖
」
な
ど
と
称
し
て
、
賞
賛
す
る
場
合
も
あ
る

が22

、
こ
の
『
経
』
は
逆
の
立
場
に
立
つ
。
こ
こ
に
山
河
を
「
清
」、
市
里
を
「
穢
」
と
見
な
す
朝
廷
の
浄
穢
観
が
よ
く
顕
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
僧
尼
は
清
浄
を
宗
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
任
意
に
山
林
に
入
れ
ば
、
む
し
ろ
山
林
の
清
浄
性
を
損
な
う
。
逆
に
、

た
と
え
僧
尼
に
道
心
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
世
俗
に
近
づ
け
ば
、
僧
尼
の
清
浄
性
が
損
な
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
僧
尼
は
精
舎
を
離
れ
ず

に
、
そ
の
本
分
で
あ
る
修
学
と
修
禅
に
励
む
べ
き
と
の
、
朝
廷
側
の
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
朝
廷
の

意
向
に
反
し
て
、
仏
教
者
は
山
林
に
修
行
し
、
市
里
に
乞
食
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
山
林
修
行
と
乞
食
に
関
す
る
禁
制
は
、
上
記
の
一
回
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
ほ
か
に
は
、
山
林
修
行
と
は

必
ず
し
も
結
び
付
か
な
い
市
里
で
の
乞
食
に
つ
い
て
、
数
回
ほ
ど
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
養
老
元
年(

717)

四
月
に
は
、

凢
僧
尼
。寂
居
寺
家
。受
教
傳
道
。准
令
云
。其
有
乞
食
者
。三
綱
連
署
。午
前
捧
鉢
告
乞
。不
得
因
此
更
乞
餘
物
。方
今
小
僧
行
基
。

并
弟
子
等
。
零
疊
街
衢
。
妄
説
罪
福
。
合
構
朋
黨
。
焚
剥
指
臂
。
歴
門
假
説
。
強
乞
餘
物
。
詐
稱
聖
道
。
妖
惑
百
姓
。
道
俗
擾
乱
。
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四
民
棄
業
。
進
違
釋
教
。
退
犯
法
令
。22

と
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
行
基(

668-

749)

は
「
小
僧
」
と
蔑
称
さ
れ
、
行
基
と
そ
の
弟
子
た
ち
が
、
街
巷
に
て
民
衆
に
罪
福
を

説
き22

、
徒
党
を
組
ん
で
焚
身
捨
身
を
行
い
、
歴
訪
し
て
物
を
乞
い
、
聖
道
と
称
し
て
詐
っ
て
人
々
を
惑
わ
す
な
ど
、『
僧
尼
令
』
に
違

犯
し
て
い
る
と
し
、
指
弾
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
に
よ
り
、
出
家
者
と
在
家
者
が
交
流
し
、
庶
民
が
生
業
を
捨
て
る
事
態
が

生
じ
、
こ
れ
が
問
題
視
さ
れ
た
の
だ
。
特
に
「
乞
物
」
に
つ
い
て
は
、『
僧
尼
令
』
の
条
文
ま
で
引
用
さ
れ
て
お
り
、
批
判
の
中
心
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
行
基
教
団
が
、
認
め
ら
れ
た
乞
食
行
の
範
囲
を
超
え
、「
門
を
歴
て
仮
説
し
、
強
い
て
余
の
物
を

乞
う
」
こ
と
、
つ
ま
り
布
教
し
つ
つ
財
物
を
乞
う
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
行
基
の
乞
食
行
が
、
単
に
そ
の
日
の
食
を
乞
う

と
い
う
よ
り
は
、
人
々
に
滅
罪
・
興
福
と
い
う
仏
教
的
作
善
行
を
説
き
、
喜
捨
を
勧
め
る
と
い
う
あ
り
方
、
む
し
ろ
勧
進
に
近
い
性
格

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

　
さ
ら
に
同
六
年(

722)

七
月
に
は
、

又
奏
言
。
垂
化
設
教
。
資
章
程
以
方
通
。
導
俗
訓
人
。
違
彝
典
而
即
妨
。
近
在
京
僧
尼
。
以
淺
識
輕
智
。
巧
説
罪
福
之
因
果
。

不
練
戒
律
。
詐
誘
都
裏
之
衆
庶
。
内
黷
聖
教
。
外
虧
皇
猷
。
遂
令
人
之
妻
子
剃
髮
刻
膚
。
動
稱
佛
法
。
輙
離
室
家
。
無
懲
綱
紀
。

不
顧
親
夫
。
或
負
經
捧
鉢
。
乞
食
於
街
衢
之
間
。
或
僞
誦
邪
説
。
寄
落
於
村
邑
之
中
。
聚
宿
爲
常
。
妖
訛
成
羣
。
初
似
脩
道
。

終
挾
姦
乱
。
永
言
其
弊
。
特
湏
禁
斷
。
奏
可
之
。22

と
の
太
政
官
奏
が
あ
り
、
民
衆
へ
の
罪
福
の
説
法
、
戒
律
の
軽
視
、
出
家
の
勧
誘
、
違
法
な
乞
食
、
村
落
へ
の
寄
宿
な
ど
、『
僧
尼
令
』

を
逸
脱
し
た
僧
尼
の
活
動
に
、
禁
断
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
、
行
基
教
団
に
対
す
る
養
老
元
年
の
禁
制
と
ほ
ぼ
同
主
旨
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
元
正
期
に
は
、
特
に
行
基
教
団
の
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
民
衆
教
化
と
結
び
付
い
た
乞
食
行
に
つ
い

て
、
禁
断
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
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し
か
し
聖
武
期
の
天
平
三
年(

731)

に
な
る
と
、

詔
曰
。
比
年
隨
逐
行
基
法
師
。
優
婆
塞
優
婆
夷
等
。
如
法
修
行
者
。
男
年
六
十
一
已
上
。
女
年
五
十
五
以
上
。
咸
聽
入
道
。
自

餘
持
鉢
行
路
者
。
仰
所
由
司
嚴
加
捉
搦
。
其
有
遇
父
母
夫
喪
。
期
年
以
内
修
行
。
勿
論
。22

と
の
詔
が
出
さ
れ
、
行
基
教
団
に
対
す
る
朝
廷
の
態
度
は
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
基
に
従
う
在
家
信
者
の
う
ち
、
六
十
一
歳
以

上
の
優
婆
塞
、
五
十
五
歳
以
上
の
優
婆
夷
に
つ
い
て
は
、
得
度
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
た
だ
し
、
課
役
の
担
い
手
と
な
る
成
人
の

場
合
、
父
母
や
配
偶
者
の
喪
の
期
間
を
除
き
、
生
業
を
捨
て
、
出
家
者
同
様
に
乞
食
す
る
こ
と
は
、
な
お
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
養
老
期
か
ら
天
平
初
期
に
か
け
て
、
乞
食
に
関
す
る
禁
制
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
天
平
三
年
の
詔
を
最
後
に
、
乞
食
に
関
す

る
禁
制
は
、
以
後
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
行
基
教
団
に
と
っ
て
の
乞
食　
─
三
階
教
と
の
関
係
─

　
養
老
期
の
朝
廷
は
、行
基
の
活
動
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
が
、天
平
三
年(

731)

の
詔
を
契
機
に
容
認
へ
と
転
じ
て
い
る
。
そ
の
後
、

天
平
十
五
年(

743)

に
は
、
行
基
も
大
仏
造
営
に
協
力
し33

、
同
十
七
年(

745)

に
は
行
基
が
大
僧
正
に
任
じ
ら
れ33

、
四
百
人
の
弟
子
に

出
家
が
許
さ
れ
た
。
行
基
は
天
平
勝
宝
元
年(

749)

、
大
仏
の
完
成
を
待
た
ず
に
遷
化
す
る
が
、
そ
の
卒
伝
で
の
評
価
は
高
く
、「
都
鄙

を
周
遊
し
て
衆
生
を
教
化
し
」、「
留
止
す
る
処
に
は
皆
道
場
を
建
て
」、
多
く
の
道
俗
の
帰
依
を
得
て
、「
行
基
菩
薩
」
と
称
さ
れ
た
と

伝
え
る33

。
養
老
期
に
行
基
を
「
小
僧
」
と
蔑
称
し
、
そ
の
活
動
を
禁
じ
た
政
策
か
ら
す
れ
ば
、
大
き
な
転
換
と
言
え
よ
う
。

　
行
基
は
、
民
衆
を
教
化
し
て
知
識
を
引
率
し
、
造
寺
や
写
経
に
加
え
、
池
や
溝
、
橋
な
ど
大
規
模
な
土
木
事
業
を
展
開
し
た
。
ま
た

同
時
に
、
布
施
屋
や
布
施
院
な
ど
を
造
り
、
貢
調
運
脚
夫
、
困
窮
者
、
病
人
な
ど
の
社
会
的
弱
者
に
食
物
を
施
与
し
た
。
こ
う
し
た
民
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衆
教
化
と
結
び
付
い
た
土
木
事
業
や
慈
善
事
業
に
つ
い
て
、
中
国
に
お
け
る
三
階
教
の
影
響
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る33

。

　
三
階
教
は
、
隋
代
に
興
っ
た
新
し
い
仏
教
運
動
で
、
北
斉
の
信
行(

540-

594)

を
開
祖
と
す
る
。
三
階
と
は
正
法
・
像
法
・
末
法
を

意
味
し
、
現
在
は
第
三
階
に
あ
た
る
末
法
の
濁
世
で
、
破
戒
邪
見
の
凡
夫
に
と
っ
て
は
、
一
乗
教
も
三
乗
教
も
適
当
で
な
く
、
新
し
い

教
え
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、『
十
輪
経
』
や
『
大
集
経
』
な
ど
如
来
蔵
思
想
を
も
と
に
、「
普
仏
法
」
の
理
念
を
掲
げ
、
一

切
三
宝
に
帰
し
、
一
切
衆
生
を
度
し
、
一
切
諸
悪
を
断
じ
、
一
切
諸
善
を
修
し
、
一
切
善
知
識
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
実
践
の
特
徴
は
、乞
食
行
と
喜
捨
行
が
対
偶
を
な
し
て
お
り
、い
ず
れ
も
滅
罪
・
興
福
に
通
ず
る
仏
教
的
作
善
行
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。

　
出
家
者
は
乞
食
行
を
行
い
、
在
家
者
は
喜
捨
行
を
積
む
こ
と
で
、
三
階
教
の
寺
院
に
財
物
が
集
ま
る
と
、
こ
れ
を
「
無
尽
蔵
」
に
置

い
て
活
用
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
蓄
財
を
三
分
し
、
一
分
を
伽
藍
増
修
の
費
用
、
一
分
を
困
窮
者
へ
の
施
与
、
一
分
を
無
遮
大
会
の

費
用
に
充
て
た
。
無
遮
大
会
と
は
、
男
女
・
道
俗
な
ど
の
区
別
な
く
、
平
等
に
財
施
・
法
施
を
行
う
法
会
で
あ
り
、
寺
院
に
集
中
し
た

財
物
の
三
分
の
二
は
、
社
会
的
弱
者
や
人
々
へ
と
還
元
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
三
階
教
は
、
仏
教
的
作
善
を
思
想
背
景
と
し
た
、
富
の
集
中
と
再
分
配
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
人
々
か
ら
大
き
な
支

持
を
得
た
と
さ
れ
る
。
当
時
の
社
会
不
安
や
末
法
思
想
の
浸
透
と
相
ま
っ
て
、
中
国
に
お
い
て
急
速
に
広
ま
っ
た
が
、
王
朝
は
こ
れ
を

厳
し
く
弾
圧
し
た
。
開
皇
二
十
年(

600)

の
隋
の
文
帝
に
よ
る
弾
圧
や
、
唐
の
則
天
武
后
に
よ
る
禁
圧(

695-

99)

な
ど
が
顕
著
で
あ
る

が
、
開
元
元
年(

713)

に
玄
宗
に
よ
っ
て
化
度
寺
の
無
尽
蔵
院
が
破
壊
さ
れ
て
以
降
、
衰
退
へ
と
向
っ
た
と
さ
れ
る33

。

　
中
国
に
お
い
て
禁
圧
を
受
け
た
三
階
教
を
、
日
本
に
伝
え
た
人
物
と
し
て
、
入
唐
僧
の
道
昭(

629-

700)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
道
昭
は

白
雉
四
年(

653)

に
入
唐
し
て
玄
奘(

602-

664)

に
師
事
し
、
斉
明
六
年(
660)

に
帰
朝
し
て
元
興
寺
禅
院
に
住
し
た
。
道
昭
は
日
本
法

相
の
初
伝
者
と
し
て
名
高
い
が
、
こ
の
と
き
三
階
教
の
根
本
教
籍
で
あ
る
『
明
三
階
仏
法
』
と
『
略
明
法
界
衆
生
根
機
浅
深
法
』
も
同

時
に
請
来
し
た
と
い
う
。
帰
朝
後
の
道
昭
は
、
各
地
を
周
遊
し
て
土
木
事
業
を
行
い
、
そ
の
活
動
は
弟
子
の
行
基
に
受
け
継
が
れ
た
と
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見
ら
れ
る
。

　
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
行
基
の
活
動
が
三
階
教
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
元
正
期
に
お
け
る
行
基
へ

の
禁
圧
も
、
隋
・
唐
朝
の
そ
れ
に
倣
っ
た
政
策
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
聖
武
期
に
至
っ
て
、
行
基
の
活
動
が
容
認
さ
れ
た
こ
と

は
、
民
間
の
仏
教
に
対
す
る
奈
良
朝
の
新
た
な
対
応
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
三
階
教
に
影
響
を
受
け
た
行
基
の
活
動
が
、
朝
廷
の
容
認
を
得
た
後
、
隆
盛
に
向
う
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
行
基
が
遷
化
し
て
二
十
四
年
後
の
、
宝
亀
四
年(

773)

十
一
月
に
は
、

勅
。故
大
僧
正
行
基
法
師
。戒
行
具
足
。智
徳
兼
備
。先
代
之
所
推
仰
。後
生
以
爲
耳
目
。其
修
行
之
院
。惣
卌
餘
處
。或
先
朝
之
日
。

有
施
入
田
。
或
本
有
田
園
。
供
養
得
濟
。
但
其
六
院
未
預
施
例
。
由
茲
法
藏
湮
廢
。
無
復
住
持
之
徒
。
精
舍
荒
凉
。
空
餘
坐
禪
之
跡
。

弘
道
由
人
。
實
合
奬
勵
。
宜
大
和
國
菩
提
。
登
美
。
生
馬
。
河
内
國
石
凝
。
和
泉
國
高
渚
五
院
。
各
捨
當
郡
田
三
町
。
河
内
國

山
埼
院
二
町
。
所
冀
眞
筌
秘
典
。
永
洽
東
流
。
金
輪
寳
位
。
恒
齊
北
極
。
風
雨
順
時
。
年
穀
豊
稔
。33

と
の
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。
行
基
が
建
立
し
た
四
十
余
り
の
修
行
の
院
は
、
官
か
ら
の
施
入
田
、
あ
る
い
は
元
か
ら
所
持
す
る
田
園
を

有
し
て
お
り
、
そ
の
運
営
が
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
う
ち
六
院
は
田
地
が
施
入
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
経
蔵
は
荒
廃
し
、
住
持
す

る
人
も
な
く
、
道
場
は
荒
涼
と
し
て
、
空
し
く
坐
禅
の
跡
を
残
す
の
み
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
田
地
と
い
う
経
済

基
盤
の
な
い
道
場
は
、
荒
廃
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
基
の
活
動
の
根
幹
に
あ
っ
た
、
罪
福
の
因
果
を
説
い
て
乞
食
し
、

喜
捨
を
勧
め
る
と
い
う
方
法
が
、
弟
子
た
ち
に
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
社
会
に
根
付
か
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
詔
に
て
田
地
が
施
入
さ
れ
た
、大
和
国
の
「
菩
提
院
」「
登
美
院
」「
生
駒
院
」、河
内
国
の
「
石
凝
院
」「
山
崎
院
」、和
泉
国
の
「
高

渚
院
」
の
六
院
の
う
ち
、
山
崎
院
と
高
渚
院
は
平
野
部
の
交
通
要
衝
地
に
位
置
し
、
他
の
四
院
は
丘
陵
地
に
所
在
し
て
山
房
の
様
相
を
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も
つ
と
さ
れ
る33

。
特
に
「
生
駒
院
」
は
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
も
「
生
駒
山
寺
」
と
記
さ
れ
、
行
基
が
止
住
し
埋
葬
さ
れ
た
道

場
と
伝
え
ら
れ
る33

。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
は
山
房
が
建
て
ら
れ
、
修
行
を
続
け
る
環
境
は
整
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
も
し
仮
に
、
行
基
の
弟
子
た
ち
が
行
基
と
同
様
に
乞
食
行
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
喜
捨
が
続
い
て
い
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
こ
の
山
林

道
場
が
荒
廃
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
こ
の
山
林
寺
院
の
運
営
は
、
田
地
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ

ま
り
、
行
基
に
ゆ
か
り
の
山
房
に
限
っ
て
言
え
ば
、
か
つ
て
養
老
二
年(

718)

に
禁
制
が
出
さ
れ
た
よ
う
な
、
山
林
寺
院
に
閑
居
し
て

乞
食
行
を
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
継
続
可
能
な
方
法
と
し
て
、
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
行
基
教
団
の
活
動
を
容
認
し
た
天
平
三
年(

731)

の
詔
以
降
、
乞
食
に
関
す
る
禁
制
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
三
階
教
に
基
づ
く
乞
食

行
が
、
朝
廷
の
立
場
を
危
う
く
す
る
程
に
は
実
践
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
依
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
４
）『
霊
異
記
』
に
見
る
乞
食　
─
迫
害
を
受
け
る
乞
食
者
─

　
薬
師
寺
僧
景
戒(

8C
末
頃)

に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』（
以
下
『
霊
異
記
』）
は
、
奈
良
末
・
平
安
初
期

に
成
立
し
、
当
時
の
仏
教
の
あ
り
方
、
社
会
習
慣
の
実
態
な
ど
を
知
る
上
で
大
い
に
参
考
と
な
る
。
道
俗
に
よ
る
様
々
な
仏
教
信
仰
の

様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
乞
食
に
関
し
て
も
い
く
つ
か
記
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
山
林
修
行
と
乞
食
が
結
び
付
く
よ
う
な
説
話
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
唯
一
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
説
話
に
、

又
藹
法
師
之
弟
子
円
勢
師
者
、
百
済
国
之
師
也
。
住
於
日
本
国
大
倭
国
葛
木
高
宮
寺
。
時
有
一
法
師
、
而
住
北
坊
、
名
号
願
覚
也
。

其
師
常
明
旦
出
行
里
、
夕
以
来
入
於
坊
居
、
以
為
常
業
。33

と
伝
え
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
推
古
期(

593-

628)

に
大
倭
国
葛
木
の
「
高
宮
寺
」
の
北
坊
に
住
む
「
願
覚
」
と
い
う
法
師
が
、「
常
に



蓮花寺佛教研究所紀要　第三号　総合研究

28

明
旦
に
出
で
て
里
に
行
き
、
夕
べ
に
来
た
り
て
坊
に
入
り
て
居
る
」
と
さ
れ
る
。
高
宮
寺
は
奈
良
県
御
所
市
西
佐
味
の
高
宮
廃
寺
跡
が

そ
の
地
と
さ
れ
、
当
地
は
金
剛
山
の
山
腹
に
位
置
し
て
い
る
。
高
宮
寺
は
言
わ
ば
山
房
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
す
る
願
覚
は
、
毎
朝
村
里

に
出
向
き
、
夕
方
山
房
に
帰
る
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
。
村
里
に
お
い
て
、
願
覚
が
何
を
し
た
か
明
記
さ
れ
な
い
が
、
乞
食
行
の
可
能

性
も
あ
り
得
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
養
老
二
年(

718)

に
禁
止
さ
れ
る
よ
う
な
、
山
房
に
住
し
て
乞
食
す
る
行
状
の
先
駆

と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。

　
さ
て
『
霊
異
記
』
に
は
、
乞
食
す
る
仏
教
者
が
、
信
心
の
な
い
愚
人
に
迫
害
を
受
け
る
と
い
う
説
話
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

昔
故
京
時
、
有
一
愚
人
。
不
信
因
果
。
見
僧
乞
食
、
忿
而
欲
繋
。
時
僧
走
入
田
水
。
追
而
執
之
。
僧
不
得
忍
、
以
呪
縛
之
。
愚

人
顛
沛
、
東
西
狂
走
。
僧
即
遠
去
、
不
得
眄
瞻
。
其
人
有
二
子
。
欲
解
父
縛
、
便
詣
僧
房
、
勧
請
禅
師
。
々
々
問
知
其
状
、
而

不
肯
行
。
二
子
懃
重
拝
敬
、
請
救
父
厄
。
其
師
乃
徐
行
、
誦
観
音
品
初
段
竟
。
即
得
解
脱
。
然
後
乃
発
信
心
、
廻
邪
入
正
也
。33

と
の
説
話
が
あ
る
。
ひ
と
り
の
僧
が
乞
食
を
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
見
た
因
果
を
信
じ
な
い
愚
人
が
怒
り
、
僧
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
。

す
る
と
僧
は
呪
を
以
て
愚
人
を
縛
っ
て
し
ま
う
。
愚
人
の
子
が
禅
師
に
依
頼
し
て
呪
縛
を
解
い
て
も
ら
い
、
よ
う
や
く
信
心
を
発
し
た

と
い
う
。

　
同
様
に
、
三
宝
を
信
じ
な
い
男
が
、
乞
食
す
る
僧
に
施
食
を
せ
ず
に
、
鉢
を
割
っ
て
追
い
払
っ
た
と
こ
ろ
、
倉
の
下
敷
き
に
な
っ
て

死
ん
だ
と
い
う
説
話
も
あ
る44

。

　
こ
う
し
た
乞
食
者
へ
の
迫
害
は
、
僧
の
み
な
ら
ず
、
自
度
の
沙
弥
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

紀
直
吉
足
者
、
紀
伊
国
日
高
郡
別
里
、
椅
家
長
公
也
。
天
骨
悪
性
、
不
信
因
果
。
延
暦
四
年
乙
丑
夏
五
月
、
国
司
巡
行
部
内
、

給
於
正
税
。
至
于
其
郡
、
下
乎
正
税
、
而
班
百
姓
。
有
一
自
度
、
字
曰
伊
勢
沙
弥
也
。
誦
持
薬
師
経
十
二
薬
叉
神
名
、
歴
里
乞
食
。

就
於
給
正
税
之
人
乞
稲
、
臻
於
厥
凶
人
之
門
而
乞
。
見
彼
乞
者
、
不
施
乞
物
、
散
其
荷
稲
、
亦
剝
袈
裟
、
而
拍
逼
之
。
沙
弥
逃
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隠
于
其
別
寺
僧
坊
。〈
中
略
〉
然
後
不
久
、
躃
地
而
死
。
更
不
可
疑
、
護
法
加
罰
。44

と
あ
る
よ
う
に
、
伊
勢
沙
弥
と
字
す
る
自
度
は
、「
薬
師
経
の
十
二
薬
叉
神
の
名
を
誦
持
し
て
、
里
を
歴
て
乞
食
し
」
て
い
た
。
因
果

を
信
じ
な
い
凶
人
の
家
に
至
り
乞
食
す
る
と
迫
害
を
受
け
た
。
す
る
と
後
に
、
護
法
神
が
罰
を
加
え
、
凶
人
は
地
に
倒
れ
て
死
ん
だ
と

い
う
。
伊
勢
沙
弥
は
凶
人
に
よ
っ
て
、「
袈
裟
を
剥
が
さ
」
れ
た
た
め
、
逃
げ
て
「
別
寺
の
僧
房
」
に
隠
れ
た
と
伝
え
る
。
自
度
で
あ

る
が
故
に
袈
裟
を
付
け
て
お
り
、
お
そ
ら
く
剃
髪
も
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
別
寺
」
は
未
詳
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
伊
勢
沙
弥
が
普

段
か
ら
止
住
し
て
い
る
寺
と
、
別
の
寺
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
同
様
に
、
門
を
訪
ね
て
乞
食
を
し
て
い
た
自
度
の
沙
弥
に
布
施
を
せ
ず
、
袈
裟
を
奪
っ
て
迫
害
し
た
男
が
、
後
に
食
中
毒
で
死

ん
だ
と
い
う
説
話
も
見
ら
れ
る44

。

　
こ
の
よ
う
に
、
歴
門
し
て
乞
食
を
す
る
僧
や
自
度
の
沙
弥
が
、
信
心
の
な
い
愚
者
に
迫
害
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
愚
者
が
悪
業
を

受
け
る
と
い
う
場
面
が
多
く
描
写
さ
れ
て
い
た
。

　
日
本
古
代
の
人
々
が
、
す
べ
て
仏
教
を
信
仰
し
た
は
ず
も
な
く
、
仏
教
者
の
乞
食
に
対
し
て
、
否
定
的
な
向
き
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

彼
ら
が
往
々
に
し
て
迫
害
に
あ
っ
た
こ
と
は
、「
唯
し
来
た
り
乞
ふ
者
を
見
れ
ば
、
憐
愍
を
生
じ
て
、
和
顔
と
悦
色
を
も
っ
て
、
法
施

財
施
す
べ
し
」44

や
、「
自
度
の
師
た
り
と
雖
も
、
猶
し
忍
心
を
も
ち
て
闚
よ
。
隠
身
の
聖
人
、
凡
の
中
に
交
わ
る
が
故
に
」44

と
の
編
者

景
戒
に
よ
る
誡
め
か
ら
も
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。『
三
教
指
帰
』
に
登
場
す
る
仮
名
乞
児
の
場
合
も
、「
偶
に
市
に
入
る
と
き
に
は
、

則
ち
瓦
礫
、
雨
の
ご
と
く
集
ま
り
、
若
し
津
を
過
ぐ
る
と
き
に
は
、
則
ち
馬
屎
、
霧
の
ご
と
く
に
来
る
」
と
描
か
れ
て
い
た44

。
こ
う
し

た
表
現
に
は
、
多
少
の
誇
張
や
脚
色
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
乞
食
行
に
対
す
る
社
会
一
般
の
眼
差
し
は
、
決
し
て
温
か
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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（
５
）『
霊
異
記
』
に
見
る
乞
食　
─
生
活
の
た
め
の
乞
食
─

　
こ
の
よ
う
に
乞
食
行
は
、
必
ず
し
も
万
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
、
執
着
を
捨
て
る
た
め
の
苦
行
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
『
霊
異
記
』
は
、
乞
食
を
仏
道
修
行
と
捉
え
て
積
極
的
に
行
う
修
行
者
の
姿
を
、
特
に
着
目
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
生
活
苦
か
ら
や
む
を
得
ず
行
う
乞
食
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
記
述
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
説
話
に
は
、

高
橋
連
東
人
者
、
伊
賀
国
山
田
郡
噉
代
里
人
也
。
大
富
饒
財
。
奉
為
亡
母
、
写
法
華
経
、
以
盟
之
曰
、
請
於
我
願
有
縁
之
師
、

欲
所
済
度
、
厳
法
会
訖
、
将
供
明
日
、
而
誡
使
曰
、
値
第
一
、
以
為
我
縁
師
、
有
修
法
状
、
不
過
必
請
。
其
使
随
願
、
出
門
試
往
、

至
於
同
郡
御
谷
之
里
。
見
有
乞
者
。
鉢
嚢
懸
肘
、
酔
酒
臥
路
。
姓
名
未
詳
。
有
伎
戯
人
、
剃
髪
懸
縄
、
以
為
袈
裟
。
雖
為
然
猶

曾
不
覚
知
。
使
見
起
礼
、
勧
請
帰
家
。
願
主
見
之
、
信
心
敬
礼
。
一
日
一
夜
、
家
内
隠
居
、
頓
作
法
服
、
以
之
奉
施
。
爰
乞
者

問
之
、
所
以
者
何
。
答
曰
、
請
令
講
法
花
経
。
乞
者
、
我
無
所
学
、
唯
誦
持
般
若
陀
羅
尼
、
乞
食
活
命
。
願
主
猶
請
。
乞
者
思
議
、

不
如
竊
逃
。
兼
心
知
逃
、
副
人
令
守
。44

と
あ
る
。
大
い
に
富
め
る
高
橋
連
東
人
が
、
亡
母
の
供
養
の
た
め
、『
法
華
経
』
を
写
経
し
て
法
会
を
準
備
し
、
第
一
に
出
会
っ
た
修

法
の
師
を
勧
請
す
る
こ
と
に
し
た
。
東
人
の
使
者
が
探
し
に
行
き
、
た
ま
た
ま
連
れ
帰
っ
た
の
は
、
道
に
酔
臥
す
る
乞
者
で
あ
っ
た
。

彼
は
剃
髪
し
、
縄
の
袈
裟
を
付
け
て
い
た
が
、
そ
れ
は
村
人
の
戯
れ
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
東
人
は
、
信
心
を
以
て
乞
者

を
迎
え
、
法
衣
を
施
し
て
『
法
華
経
』
の
講
経
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
に
対
し
乞
者
は
、
何
も
学
ぶ
と
こ
ろ
は
無
い
が
、
た
だ
「
般
若
陀

羅
尼
」
を
誦
持
し
て
生
活
の
た
め
に
乞
食
を
し
て
い
る
と
告
白
す
る
。
そ
の
後
、
乞
者
の
夢
告
に
よ
っ
て
、
亡
母
が
牛
と
な
っ
た
こ
と

を
知
り
、
供
養
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
が
、
景
戒
は
こ
の
奇
瑞
を
評
し
て
「
乞
者
の
神
呪
を
読
み
て
積
み
た
る
功
の
験
な
り
」
と
し
て

い
る
。
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ま
た
同
様
の
例
と
し
て
、
囲
碁
を
宗
と
し
て
い
た
山
背
国
の
自
度
の
沙
弥
の
も
と
に
、
乞
者
が
や
っ
て
き
て
、「
法
華
経
品
を
読
み

て
物
を
乞
う
」
た
と
い
う
。
自
度
の
沙
弥
は
乞
者
の
訛
り
を
嘲
っ
て
真
似
し
た
と
こ
ろ
、
口
が
曲
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
る44

。

　
彼
ら
乞
者
の
身
な
り
は
、
僧
形
で
は
な
く
俗
人
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
困
窮
か
ら
や
む
を
得
ず
乞
食
す
る
際
、
経
や
陀
羅
尼
を
誦
持
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
乞
食
す
る
僧
や
沙
弥
の
姿
が
、
す
で
に
あ
る
程
度
は
社
会
に
認
知
さ
れ
て
お
り
、
困
窮
者
が
乞
食

す
る
場
合
で
も
、
経
や
陀
羅
尼
を
誦
持
し
た
方
が
、
施
食
を
受
け
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
剃
髪
し
て

袈
裟
を
付
け
、
僧
形
に
な
っ
た
方
が
、
よ
り
施
食
を
受
け
や
す
い
と
考
え
る
者
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貧
困
や
逃
役
に
よ
り
、

乞
食
せ
ざ
る
を
得
な
い
社
会
的
弱
者
が
、
自
ら
出
家
し
て
沙
弥
を
名
乗
り
、
活
命
す
る
と
い
う
選
択
肢
で
あ
る
。

　
先
に
見
た
、
伊
勢
沙
弥
と
字
す
る
自
度
は
、「
薬
師
経
の
十
二
薬
叉
神
の
名
を
誦
持
し
て
、
里
を
歴
て
乞
食
し
」
て
い
た
。
果
た
し

て
彼
の
乞
食
は
、
仮
名
乞
児
の
よ
う
な
真
摯
な
仏
道
修
行
と
し
て
の
乞
食
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
生
活
苦
の
た
め
に
自
ら
僧
形
と

な
り
、
乞
食
を
生
業
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
に
わ
か
に
は
判
断
が
付
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
実
際
に
は
、
生

活
苦
の
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
修
行
者
を
模
し
て
、
乞
食
す
る
俗
人
や
自
度
の
沙
弥
も
、
数
多
く
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
機
は
と
も

あ
れ
、
彼
ら
の
よ
う
に
社
会
か
ら
離
脱
し
た
者
の
受
け
皿
し
て
も
、
仏
教
の
乞
食
は
機
能
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
、
正
式
な
僧
で
あ
っ
て
も
、
真
摯
な
仏
道
修
行
と
し
て
の
乞
食
と
い
う
よ
り
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
や
む
を
得
ず
乞
食
を

行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
説
話
も
あ
る
。

　
ま
ず
、「
俗
に
即
き
て
銭
を
貸
し
、
妻
子
を
蓄
養
ふ
」
大
僧
が
登
場
す
る
説
話
で
は
、
彼
は
本
寺
を
離
れ
、
俗
家
に
住
ん
で
高
利
貸

を
営
み
生
計
を
立
て
て
い
た
が
、卑
劣
な
聟
の
策
略
に
よ
り
、ひ
と
り
陸
奥
国
に
漂
流
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
や
む
を
得
ず
各
地
を
「
展

転
し
て
乞
食
し
」、帰
路
に
付
い
た
と
い
う
。
ま
さ
に
乞
食
は
日
々
の
修
行
で
は
な
く
、非
常
時
に
お
け
る
活
命
の
手
段
で
あ
る
。
彼
は
、

齋
会
が
設
け
ら
れ
る
場
所
に
赴
き
、「
自
度
の
例
」
と
共
に
、
供
養
を
受
け
た
と
い
う44

。
こ
こ
で
敢
え
て
「
自
度
の
例
」
と
記
さ
れ
る
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こ
と
か
ら
、
齋
会
に
お
け
る
施
食
の
列
に
、
僧
が
並
ん
で
食
を
乞
う
こ
と
は
、
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
は
『
霊
異
記
』
の
編
者
、
景
戒
自
身
に
関
す
る
説
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
景
戒
は
、
薬
師
寺
僧
で
あ
り
な
が
ら
、「
俗
家
に
居

て
妻
子
を
蓄
え
」
て
お
り
、「
養
う
物
無
く
、
喰
う
物
無
く
、
菜
無
く
、
塩
無
く
、
衣
無
く
、
薪
無
し
」
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
。
景

戒
は
「
毎
に
万
の
物
無
く
し
て
思
い
憂
う
。
我
が
心
、
安
か
ら
ず
。
昼
は
ま
た
飢
ゑ
寒
え
、
夜
は
ま
た
飢
ゑ
寒
ゆ
」
と
嘆
く
が
、
そ
の

夜
の
夢
に
「
沙
弥
日
鏡
」
を
見
る
。
沙
弥
日
鏡
は
景
戒
の
家
を
訪
れ
、
読
経
・
教
化
し
て
食
を
乞
う
た
。
景
戒
が
「
こ
の
沙
弥
は
、
常

に
は
食
を
乞
う
人
に
あ
ら
ず
。
何
故
ぞ
食
を
乞
う
」
と
尋
ね
る
と
、
日
鏡
は
「
子
、
数
多
く
有
り
て
養
う
物
無
し
。
乞
食
し
て
養
ふ
な

り
」
と
答
え
た
と
い
う44

。

　
こ
う
し
た
沙
弥
日
鏡
と
の
や
り
取
り
は
、
あ
く
ま
で
景
戒
の
夢
の
中
の
話
と
は
い
え
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
教
化
し
た

り
書
物
や
紙
切
れ
を
授
け
る
こ
と
の
で
き
る
沙
弥
が
、
な
ぜ
乞
食
を
す
る
の
か
と
い
う
景
戒
の
問
い
か
ら
し
て
、
僧
や
沙
弥
が
乞
食
す

る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
一
般
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
だ
。
た
だ
、
沙
弥
日
鏡
の
よ
う
に
子
供
を
養
う
必
要
に
駆
ら
れ
て
、

あ
る
い
は
先
の
高
利
貸
の
大
僧
の
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
僧
や
沙
弥
が
乞
食
を
す
る
場
合
も
往
々
に
し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
景

戒
自
身
、
生
活
苦
か
ら
、
乞
食
を
す
る
か
し
な
い
か
の
選
択
に
迷
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
夢
か
ら
覚
め
た
景
戒
は
、「
沙
弥
日
鏡
の
乞
食
」
を
「
観
音
菩
薩
の
示
現
」
と
夢
解
き
し
た
。
要
す
る
に
、「
子
供
を
養
う
た
め
に
や

む
を
得
ず
乞
食
す
る
」
と
告
げ
た
沙
弥
日
鏡
の
言
葉
を
、
景
戒
は
「
衆
生
を
救
う
た
め
に
敢
え
て
乞
食
す
る
」
と
読
み
替
え
た
の
で
あ

る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
景
戒
も
、
生
活
苦
か
ら
乞
食
を
行
っ
た
か
も
分
か
ら
な
い
。
た
だ
し
景
戒
は
、
そ
れ
を
衆
生
済
度
の
た
め
の
仏

道
修
行
と
受
け
と
め
た
上
で
、
実
践
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、『
霊
異
記
』
に
描
写
さ
れ
る
乞
食
を
見
た
が
、
も
っ
と
も
顕
著
は
説
話
は
、
乞
食
す
る
仏
教
者
が
、
迫
害
を
受
け
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
僧
、
自
度
沙
弥
、
俗
人
、
い
ず
れ
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
社
会
一
般
の
認
識
と
し
て
、
乞
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食
に
対
す
る
否
定
的
な
向
き
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
社
会
の
冷
や
や
か
な
眼
差
し
に
対
し
、
景
戒
は
乞
食
者
に
信
心
を
起
し

て
供
養
す
れ
ば
善
果
を
得
て
、
逆
に
迫
害
す
る
と
悪
果
を
蒙
る
と
い
う
こ
と
を
、
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
仏
道
修
行
と
い
う
よ
り
は
、
生
活
苦
の
た
め
の
や
む
を
得
な
い
乞
食
に
つ
い
て
も
描
写
さ
れ
て
い
た
。
本
来
、
道
心
の
な
い

乞
食
は
批
判
の
対
象
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
景
戒
は
こ
れ
を
「
観
音
の
示
現
」「
隠
身
の
聖
人
」
と
し
て
寛
容
的
に
見
て
い
る
。
お

そ
ら
く
は
様
々
な
事
情
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
社
会
か
ら
離
脱
し
た
者
の
受
け
皿
と
し
て
も
、
仏
教
の
乞
食
が
機
能
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
そ
の
一
方
で
、『
三
教
指
帰
』の
仮
名
乞
児
の
よ
う
な
、求
道
や
出
世
間
を
め
ざ
す
熱
烈
な
乞
食
、あ
る
い
は
イ
ン
ド
的
な
日
々
の
乞
食
、

さ
ら
に
は
行
基
の
活
動
の
よ
う
な
罪
福
を
布
教
し
て
の
乞
食
な
ど
、
仏
道
修
行
と
し
て
の
乞
食
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
積
極
的
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
『
霊
異
記
』
は
、
仏
道
修
行
と
し
て
の
乞
食
に
、
さ
ほ
ど
注
目
し
て
は
い
な
い
。

景
戒
の
筆
致
か
ら
し
て
、
一
般
の
仏
教
者
が
仏
道
修
行
と
し
て
、
積
極
的
に
乞
食
を
行
っ
て
い
た
よ
う
に
は
、
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

　「
乞
食
」
に
関
す
る
禁
制
が
、
天
平
三
年(

731)
の
詔
以
降
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
仏
道
修
行
と
し
て
の
積
極
的
な
乞
食

行
は
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
根
付
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
出
家
修
行
の
形
態
が
、
す
で

に
中
国
に
お
い
て
変
容
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
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二
、
蔬
食

（
１
）
山
林
修
行
者
の
衣
食

　
イ
ン
ド
に
お
け
る
出
家
修
行
者
は
、
乞
食
行
を
基
本
と
す
る
「
頭
陀
」
を
重
ん
じ
た
。
こ
れ
は
梵
語dhūta

の
音
写
で
あ
る
が
、

漢
語
で
は
「
斗
薮
」
あ
る
い
は
「
抖
擻
」
と
訳
す
。

　
空
海
は
、
親
交
の
あ
っ
た
良
峯
安
世(

785-

830)

に
送
っ
た
詩
の
な
か
で
、
人
生
の
無
常
を
説
い
た
の
ち
、

君
知
不
君
知
不
。
人
如
此
汝
何
長
。
朝
夕
思
思
堪
断
腸
。
汝
日
西
山
半
死
士
。
汝
年
過
半
若
尸
起
。
住
也
住
也
一
無
益
。
行
矣

行
矣
不
須
止
。
去
来
去
来
大
空
師
。
莫
住
莫
住
乳
海
子
。
南
山
松
石
看
不
厭
。
南
嶽
清
流
憐
不
已
。
莫
慢
浮
花
名
利
毒
。
莫
焼

三
界
火
宅
裏
。
斗
藪
早
入
法
身
里
。55

と
諭
し
て
い
る
。
こ
こ
で
斗
薮
と
は
、
主
に
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
一
つ
は
俗
世
に
安
住
せ
ず
に
離
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ

は
山
林
に
て
去
来
す
る
こ
と
、
止
ま
ら
ず
に
行
く
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
「
抖
擻
」
と
表
記
し
た
場
合
、「
抖
」「
擻
」
と
も
に
「
振
り
払
う
」
と
の
意
が
あ
り
、「
衣
食
住
へ
の
執
着
を
振
り
払
う
」

と
い
う
意
味
に
な
る
。
た
だ
「
斗
薮
」
と
表
記
し
た
場
合
は
、「
斗
」
と
は
「
抖
」
の
略
字
で
あ
る
が
、「
薮
」
と
は
「
や
ぶ
」
の
意
味

で
あ
る
か
ら
、
執
着
を
振
り
払
う
意
に
加
え
、「
や
ぶ
を
振
り
払
う
」
つ
ま
り
「
山
林
を
跋
渉
す
る
」
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か55

。

　
つ
ま
り
、
梵
語
の
「
頭
陀
」
は
本
来
、
乞
食
行
に
よ
っ
て
執
着
を
振
り
払
う
の
に
対
し
、
漢
訳
の
「
斗
薮
」
は
、
山
林
の
跋
渉
に
よ
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っ
て
執
着
を
振
り
払
う
と
い
う
意
味
へ
と
、
内
容
が
変
化
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
空
海
の
他
の
著
述
を
見
て
も
、「
斗
薮
」
に

乞
食
行
の
意
味
合
い
は
見
え
て
こ
な
い
。
例
え
ば
、
下
野
国
の
日
光
山
を
開
山
し
た
勝
道(

735-

817)

の
依
頼
に
よ
り
、
空
海
が
勝
道

の
事
跡
と
日
光
山
の
景
観
を
著
し
た
碑
文
に
は
、

沙
門
勝
道
　
竹
操
松
柯
　
仰
之
正
覺  

誦
之
達
磨
　
歸
依
觀
音
　
礼
拝
釋
迦
　
殉
道
斗
藪
　
直
入
嵯
峨
　
龍
跳
絶
巘
　
鳳
舉
經
過

神
明
威
護
　
歴
覧
山
河55

と
あ
り
、
勝
道
の
日
光
山
登
頂
を
「
斗
薮
」
と
表
現
し
て
い
る
。
勝
道
は
日
光
山
の
神
明
の
加
護
の
も
と
山
河
を
歴
覧
し
、
山
中
の
勝

地
で
あ
る
南
湖
の
畔
に
「
神
宮
寺
」
を
建
て
、
そ
こ
で
数
年
間
山
居
し
て
い
る
が
、
そ
の
修
行
の
様
子
は
、

聊
建
伽
藍
。
名
曰
神
宮
寺
。
住
此
修
道
。
荏
苒
四
祀
。
七
年
四
月
。
更
移
住
北
涯
。
四
望
無
㝵
。
沙
場
可
愛
。
異
花
之
色
難
名
驚
目
。

奇
香
之
臭
叵
尋
悦
意
。
霊
仙
不
知
何
去
。
神
人
髣
髴
如
存
。
忿
歳
精
之
無
記
。
惜
王
侯
之
不
遊
。
思
餓
虎
而
不
遇
。
訪
子
喬
而

適
去
。
觀
花
蔵
於
心
海
。
念
實
相
於
眉
山
。
蘊
羅
遮
寒
。
蔭
葉
避
暑
。
喫
菜
喫
水
。
楽
在
中
。
乍
彳
乍
亍
。
出
塵
外
。
九
皐
鶴
聲
。

易
達
于
天
。55

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
乞
食
行
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。
勝
道
が
神
宮
寺
を
建
て
た
の
は
、
人
里
離
れ
た
深
山
で
、
現
在
の
中
禅

寺
湖
の
畔
に
位
置
し
、
日
常
的
に
乞
食
行
を
実
践
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
替
わ
り
に
、「
蘊
羅
寒
を

遮
し
、
蔭
葉
暑
を
避
る
。
菜
を
喫
ひ
、
水
を
喫
っ
て
楽
し
み
中
に
在
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
同
様
に
、
空
海
が
藤
原
冬
嗣(

775-

826)

と
諸
嗣(

774-

843)

に
宛
て
密
教
弘
通
を
依
頼
し
た
書
簡
に
お
い
て
も
、

斗
藪
殉
道
兀
然
獨
坐
。
水
菜
能
支
命
薜
蘿
是
吾
衣
。
所
修
功
徳
以
酬
国
徳
。55

と
述
べ
ら
れ
、山
林
に
斗
薮
し
、「
水
菜
」を
食
し
て「
薜
蘿
」を
着
て
、ひ
と
り
修
禅
す
る
功
徳
は
、国
徳
に
酬
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
言
う
「
蘊
羅
」「
蔭
葉
」「
薜
蘿
」
な
ど
は
、
草
木
を
編
ん
で
作
っ
た
粗
末
な
着
物
を
意
味
し
、「
菜
」「
水
」
と
は
草
木
や
野
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菜
と
水
だ
け
の
質
素
な
食
事
の
こ
と
を
指
す
。
所
謂
ゆ
る
「
草
衣
」「
蔬
食
」
の
こ
と
で
あ
り
、
山
居
し
て
自
然
か
ら
得
ら
れ
る
資
糧

に
よ
っ
て
自
活
す
る
、
隠
者
の
衣
食
を
表
現
し
て
い
る
。
日
本
で
は
の
ち
に
「
木
食
」
と
も
称
さ
れ
、
肉
や
五
穀
を
食
べ
ず
、
専
ら
木

の
実
や
草
の
根
な
ど
を
食
べ
て
苦
行
す
る
修
験
の
信
仰
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
中
国
仏
教
に
お
け
る
蔬
食
の
隆
盛

　
先
に
見
た
空
海
の
「
蔬
食
」
に
関
す
る
表
現
は
、
も
と
は
『
論
語
』
を
典
拠
と
す
る
。
つ
ま
り
、

子
曰
、
飯
疎
食
、
飮
水
、
曲
肱
而
枕
之
。
樂
亦
在
其
中
矣
。
不
義
而
富
且
貴
、
於
我
如
浮
雲
。55

と
あ
る
よ
う
に
、
孔
子
は
清
貧
の
徳
を
説
き
、
粗
末
な
食
事
や
暮
ら
し
の
中
に
在
っ
て
も
、
楽
し
み
は
あ
り
、
不
当
に
財
産
や
地
位
を

得
て
も
、
そ
れ
は
浮
雲
の
よ
う
に
儚
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ
れ
は
あ
く
ま
で
日
常
生
活
に
お
け
る
教
訓
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
儒
家
の
思
想
、
さ
ら
に
は
道
家55

の
神
仙
説
や
「
辟
穀
」「
服
餌
」

な
ど
の
養
生
法
も
影
響
し
、
中
国
の
仏
教
者
の
間
で
山
林
に
隠
居
し
て
の
「
蔬
食
」
が
盛
ん
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
早
く
も
『
荘
子
』
に
は
「
神
人
」
が
説
か
れ
、
遙
か
遠
い
姑
射
の
山
に
住
み
、「
五
殼
を
食
ら
わ
ず
、
風
を
吸
い
露
を
飲
み
、
雲
気

に
乗
じ
飛
竜
に
御
し
て
、
四
海
の
外
に
遊
ぶ
」55

と
伝
え
る
。
ま
た
『
史
記
』「
封
禅
書
」
に
は
、
当
時
の
斉
や
燕
の
王
が
、
渤
海
中
に

あ
る
蓬
莱
・
方
丈
・
瀛
州
の
三
神
山
に
て
、
僊
人
と
不
死
の
薬
を
捜
さ
せ
た
と
い
う55

。
こ
の
よ
う
に
神
仙
や
仙
人
の
概
念
は
中
国
古
代

に
古
く
遡
る
も
の
で
、
秦
代
に
は
神
仙
に
な
る
と
い
う
思
想
が
起
り
、
さ
ら
に
漢
代
以
降
に
は
様
々
な
不
老
長
生
の
術
が
編
み
出
さ
れ

た
と
さ
れ
る
。
そ
の
方
法
は
多
岐
に
亘
り
混
然
と
し
て
い
る
が
、主
に
は
外
的
方
法
（
外
丹
）
の
「
辟
穀
」「
服
餌
」
と
、内
的
方
法
（
内

丹
）
の
「
調
息
」「
導
引
」「
房
中
」
な
ど
が
あ
る55

。
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こ
の
中
で
「
辟
穀
」
と
は
、道
家
の
代
表
的
な
養
生
法
の
一
つ
で
、穀
物
を
摂
取
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古
く
は
『
史
記
』「
留
侯
世
家
」

に
「
乃
ち
穀
を
辟
け
道
引
し
、
身
を
軽
く
す
る
を
学
ぶ
」66

と
あ
る
よ
う
に
、
穀
物
を
避
け
る
こ
と
で
、
身
体
を
純
粋
化
し
、
神
仙
の
道

を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
断
食
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
濁
っ
た
気
か
ら
な
る
穀
物
を
避
け
、
清
ら
か
な
気
か
ら
な
る
食

物
を
摂
取
し
、
さ
ら
に
導
引
・
行
気
に
よ
っ
て
、
身
体
の
気
を
調
整
す
る
方
法
で
あ
る
。
神
仙
の
道
を
求
め
る
者
は
、
山
に
入
り
、
柏

実
・
松
脂
・
茯
苓
・
石
韋
な
ど
の
ほ
か
、
湯
葉
や
茶
を
服
用
し
た
と
さ
れ
る
。

　
ま
た「
服
餌
」は
、食
物
や
薬
物
を
摂
取
す
る
道
家
の
主
要
な
養
生
法
で
あ
る
。「
辟
穀
」が
濁
っ
た
気
を
体
外
に
排
出
す
る
の
に
対
し
、

「
服
餌
」
は
む
し
ろ
積
極
的
に
精
気
を
体
内
に
取
り
入
れ
、
体
質
を
改
善
し
て
ゆ
く
方
法
で
あ
る
。
植
物
・
動
物
・
鉱
物
に
由
来
す
る

仙
薬
を
手
に
入
れ
た
り
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
丹
薬
を
煉
成
す
る
に
は
、
山
に
入
る
必
要
が
あ
っ
た
。「
辟
穀
」「
服
餌
」
と
も
に
、
山
と

深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
入
山
の
方
法
も
細
か
く
規
定
さ
れ
た
。

　
イ
ン
ド
に
お
け
る
出
家
修
行
者
は
、
乞
食
行
を
基
本
と
し
、
市
里
と
極
端
に
離
れ
な
い
閑
処
に
住
し
た
。
一
方
、
中
国
に
お
い
て
は
、

す
で
に
道
家
に
由
来
す
る
入
山
の
実
践
が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
、
仏
教
者
の
出
家
修
行
が
、
こ
れ
と
結
び
つ
き
易
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
深
山
に
隠
棲
す
れ
ば
、
当
然
穀
物
な
ど
の
食
糧
を
入
手
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
飢
餓
を
解
消
す
る
方
法
と
し
て
も66

、
辟
穀
や

服
餌
な
ど
の
道
術
は
参
考
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
梁
の
慧
皎(

497-

554)

の『
梁
高
僧
伝
』や
、唐
の
道
宣(

596-

667)

の『
続

高
僧
伝
』
を
は
じ
め
中
国
の
僧
伝
に
は
、
山
中
に
隠
居
し
て
「
辟
穀
」「
服
餌
」
と
い
っ
た
道
家
由
来
の
養
生
法
を
実
践
す
る
僧
侶
も

見
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
、
宋
の
広
漢
の
釈
法
成
は
「
学
、
経
律
に
通
ず
。
五
穀
を
餌
さ
ず
、
た
だ
松
脂
の
み
食
ふ
。
巌
穴
に
隠
居
し
、
習
禅
を
務
と

為
す
」66

と
さ
れ
、
斉
の
隴
西
の
釈
法
光
は
「
苦
行
頭
陀
し
て
、
綿
纊
を
服
せ
ず
。
五
穀
を
絶
ち
て
、
た
だ
松
葉
の
み
を
餌
す
」66

と
伝
え

ら
れ
る
。
こ
こ
に
道
術
を
取
り
入
れ
た
仏
教
修
行
者
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
に
中
国
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
道
家
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
、
出
家
修
行
の
根
本
が
、
市
里
で
の
乞
食
か
ら
、
山
林

で
の
苦
行
へ
と
変
容
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
上
記
の
よ
う
に
「
辟
穀
」「
服
餌
」
な
ど
道
家
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
事

例
の
他
に
、
よ
り
顕
著
に
散
見
さ
れ
る
の
が
「
蔬
食
」
の
実
践
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
晋
の
江
左
の
竺
僧
顕
は
「
蔬
食
し
て
経
を
誦
し
、
禅
を
業
と
し
て
務
と
為
す
。
常
に
山
林
に
独
処
し
、
人
外
に
頭
陀
す
」66

と
さ
れ
、
晋
の
蜀
の
石
室
山
の
釈
法
緒
は
、「
徳
行
清
謹
に
し
て
、
蔬
食
し
て
禅
を
修
む
。
後
、
蜀
に
入
り
、
劉
師
の
塚
間
に
於
い
て
、

山
谷
に
頭
陀
す
」66

な
ど
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
人
外
」
や
「
山
谷
」
な
ど
の
山
林
に
「
頭
陀
」
し
、「
蔬
食
」
し
て
修
学
・

修
禅
に
励
む
仏
教
者
の
行
状
が
、
中
国
の
僧
伝
に
は
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。66

　
そ
も
そ
も
「
蔬
食
」
の
原
拠
は
先
に
見
た
『
論
語
』
の
「
疎
食
」
で
あ
り
、
粗
末
な
飯
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
が
中
国
仏
教
の
文

脈
に
お
い
て
「
蔬
食
」
と
な
る
と
、「
肉
食
」
に
対
す
る
「
菜
食
」
と
の
意
味
合
い
が
濃
く
な
っ
て
く
る
。
中
国
撰
述
と
さ
れ
る
『
梵
網
経
』

に
は
す
で
に
、

若
佛
子
。
故
食
肉
一
切
肉
不
得
食
。
斷
大
慈
悲
性
種
子
。
一
切
衆
生
見
而
捨
去
。
是
故
一
切
菩
薩
不
得
食
一
切
衆
生
肉
。
食
肉

得
無
量
罪
。
若
故
食
者
。
犯
輕
垢
罪
。

若
佛
子
。
不
得
食
五
辛
。
大
蒜
革
葱
慈
葱
蘭
葱
興
蕖
。
是
五
種
一
切
食
中
不
得
食
。
若
故
食
者
。
犯
輕
垢
罪
。66

と
説
か
れ
、
肉
や
五
辛
を
食
す
こ
と
が
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
仏
教
の
「
乞
食
」
は
、
完
全
な
肉
食
禁
止
で
は
な
く
、
供
養
さ
れ

た
も
の
は
何
で
あ
れ
食
す
場
合
と
、
殺
生
戒
を
考
慮
し
て
「
浄
肉
」
の
概
念
を
設
け
る
場
合
が
あ
る
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
殺
す
所
を
見

な
い
肉
、
供
養
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
と
聞
か
な
か
い
肉
、
自
分
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
疑
い
の
な
い
肉
を
「
三
種
浄
肉
」
と
称
し
、
食
し

て
も
殺
生
戒
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た66

。
一
方
、
中
国
の
道
家
の
場
合
、
例
え
ば
葛
洪(

283-

343
頃)

の
『
抱
朴
子
』
に
、
金
丹
を
煉
成

す
る
に
は
「
必
ず
名
山
の
中
に
入
り
、
斎
戒
す
る
こ
と
百
日
、
五
辛
・
生
魚
を
食
ら
わ
ず
、
俗
人
と
相
見
ず
」66

と
あ
る
よ
う
に
、「
五
辛
」
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「
生
魚
」
に
対
す
る
禁
忌
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
陶
弘
景(

456-

536)

の
『
神
農
本
草
経
注
』
に
は
、
獣
・
鳥
・
虫
・
魚
な
ど
、
動
物
由

来
の
薬
物
も
記
さ
れ
て
い
る77

。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
仏
教
や
中
国
道
家
が
、
肉
食
を
条
件
付
き
な
が
ら
認
め
る
の
に
対
し
、
中
国
仏
教
で

は
、
先
の
『
梵
網
経
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
肉
食
を
忌
避
す
る
傾
向
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、
菩
薩
皇
帝
と
も
称
さ
れ
る
敬

虔
な
仏
教
徒
で
あ
っ
た
梁
の
武
帝
蕭
衍
は
、
天
監
十
八
年(

519)

に
「
断
酒
肉
文
」
を
提
唱
し
、
酒
肉
を
断
つ
誓
い
を
立
て
る
が77

、
そ

の
一
節
に
、

凡
食
魚
肉
嗜
飲
酒
者
善
神
遠
離
。
内
無
正
気
。
如
是
等
人
法
多
衰
惱
。
若
心
決
定
蔬
食
苦
到
。
大
悲
熏
心
。
如
是
等
人
多
為
善
力
。

所
扶
法
多
堪
能
。77

と
あ
る
よ
う
に
、
肉
食
を
忌
避
し
て
「
蔬
食
」
を
尊
重
し
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
山
林
修
行
者
の
実
践
と
し
て
、「
蔬
食
」
が
特
徴

的
で
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
中
国
仏
教
の
志
向
と
も
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
イ
ン
ド
の
「
頭
陀
」
は
、
市
里
で
の
乞
食
を
基
本
と
し
た
が
、
中
国
で
は
道
家
の
影
響
に
よ
り
、
頭
陀
の
意
味
が
、
市
里
で
の
乞
食

か
ら
、
山
林
で
の
苦
行
へ
と
変
化
し
た
。
そ
の
行
状
と
し
て
は
、
道
家
に
由
来
す
る
「
辟
穀
」「
服
餌
」、
さ
ら
に
は
仏
教
の
肉
食
の
禁

忌
と
関
連
し
て
「
蔬
食
」
と
結
び
付
い
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
空
海
の
言
う
「
斗
薮
」
と
は
、イ
ン
ド
の
「
頭
陀
」

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
中
国
に
て
変
容
し
た
「
頭
陀
」
に
通
じ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
な
お
、
中
国
の
山
林
修
行
者
に
幅
広
く
見
ら
れ
る
「
蔬
食
」
の
実
践
に
つ
い
て
、
特
に
顕
著
な
の
は
、
南
北
朝
期
の
廬
山
の
慧
遠

(

334-

416)

の
周
辺
で
あ
る77

。
例
え
ば
、慧
遠
の
師
で
あ
る
道
安(
312-
385)

は
「
山
棲
木
食
し
て
修
学
す
」77

と
さ
れ
、同
門
の
慧
永
も
「
蔬

食
布
衣
」77

と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
弟
子
の
曇
順
は
「
蔬
食
に
し
て
徳
行
有
り
」77

と
い
い
、
道
汪
は
「
蔬
食
数
十
餘
年
な
り
」77

と
さ
れ
、

法
翼
も
「
蔬
食
澗
飮
す
る
こ
と
三
十
餘
年
」77

と
記
さ
れ
る
。
慧
遠
自
身
も
、
老
荘
思
想
に
通
じ
、
廬
山
に
居
を
定
め
て
か
ら
、
三
十
年

以
上
も
山
を
下
り
ず
、
世
俗
に
入
ら
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る77

。
慧
遠
は
戒
定
慧
三
学
を
あ
わ
せ
学
ぶ
、
道
安
の
学
風
を
受
け
継
ぎ
、
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廬
山
に
て
戒
律
を
重
視
し
た
教
団
を
維
持
し
、
中
国
仏
教
の
一
つ
の
方
向
性
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た88

。
こ
の
道
安
と
慧

遠
は
、
日
本
古
代
の
仏
教
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
続
日
本
紀
』
で
は
、
道
安
と
慧
遠

は
中
国
仏
教
の
偉
大
な
祖
師
と
し
て
評
価
さ
れ88

、
ま
た
嵯
峨
期
に
至
っ
て
慧
遠
は
、
山
林
修
行
者
の
理
想
像
と
見
な
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い88

。
空
海
の
著
作
に
、
山
林
修
行
者
の
行
状
と
し
て
、「
蔬
食
」
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
中
国
仏
教
に
お
け
る
先
徳
た

ち
に
範
を
取
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
日
本
に
お
け
る
服
餌
・
蔬
食
の
実
状

　
さ
て
、
空
海
が
描
写
し
た
よ
う
な
「
蔬
食
」
し
て
山
居
修
道
に
励
む
あ
り
方
は
、
日
本
古
代
に
お
い
て
実
際
に
ど
の
程
度
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
中
国
の
場
合
と
同
様
に
、
道
教
的
傾
向
を
示
唆
す
る
修
行
者
と
し
て
、
役
小
角(

7C
末)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
の
行
状
は
『
霊

異
記
』
に
詳
し
く
、

役
優
婆
塞
者
、
賀
茂
役
公
、
今
高
賀
茂
朝
臣
者
也
。
大
和
国
葛
木
上
郡
茅
原
村
人
也
。
自
性
生
知
、
博
学
得
一
、
仰
信
三
宝
、

以
之
為
業
。
毎
庶
挂
五
色
之
雲
、
飛
仲
虚
之
外
、
携
仙
宮
之
賓
、
遊
億
載
之
庭
、
臥
伏
乎
蕊
蓋
之
苑
、
吸
噉
於
養
性
之
気
。
所

以
晩
年
以
卌
余
歳
、
更
居
巌
窟
、
被
葛
餌
松
、
沐
清
水
之
泉
、
濯
欲
界
之
垢
、
修
習
孔
雀
之
呪
法
、
證
得
奇
異
之
験
術
。
駈
使

鬼
神
、
得
之
自
在
。88

と
記
さ
れ
る
。
彼
は
「
役
優
婆
塞
」
と
称
さ
れ
、「
三
宝
を
仰
ぎ
信
じ
て
、
之
を
以
て
業
と
為
し
」、「
孔
雀
の
呪
法
を
修
す
」
と
共
に
、

「
巌
窟
に
居
し
て
、
葛
を
被
り
、
松
を
餌
し
」
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
続
日
本
紀
』
に
も
、



日本古代における山林修行の資糧（一）─乞食・蔬食─

41

役
君
小
角
流
于
伊
豆
嶋
。初
小
角
住
於
葛
木
山
。以
咒
術
稱
。外
從
五
位
下
韓
國
連
廣
足
師
焉
。後
害
其
能
。讒
以
妖
惑
。故
配
遠
處
。

世
相
傳
云
。
小
角
能
役
使
鬼
神
。
汲
水
採
薪
。
若
不
用
命
。
即
以
咒
縛
之
。88

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
呪
術
を
以
て
称
さ
れ
た
小
角
は
、
人
々
を
妖
惑
し
た
と
の
讒
言
に
よ
り88

、
伊
豆
島
に
流
さ
れ
て
い
る
。
小
角
の

よ
う
に
仏
教
と
道
教
が
融
合
し
た
山
林
修
行
の
形
態
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
国
に
先
例
が
あ
り
、
小
角
は
そ
れ
に
連
な
る
修
行
者
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
先
に
見
た
よ
う
に
、『
養
老
僧
尼
令
』「
第
十
三
禅
行
条
」
は
、
山
林
修
行
を
希
望
す
る
仏
教
者
の
こ
と
を
、「
山
居
し
て
服
餌

を
欲
求
す
る
者
」
と
表
現
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
『
僧
尼
令
』
は
、唐
に
て
道
家
の
道
士
と
女
冠
、仏
教
の
僧
と
尼
を
取
り
締
ま
る
『
道

僧
格
』を
範
と
し
、道
教
の
要
素
を
排
除
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う88

。『
養
老
僧
尼
令
』に
お
い
て「
服
餌
」が
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

日
本
に
も
こ
れ
を
実
践
す
る
仏
教
者
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か88

。

　
ま
た
、
後
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
大
江
匡
房(

1041-

1111)

の
撰
と
さ
れ
る
『
本
朝
神
仙
伝
』
に
は
、
例
え
ば
、「
東
山
の
清
水
寺
の

本
の
主
」
で
あ
っ
た
「
行
叡
居
士
」
が
「
一
生
精
進
し
て
妻
を
畜
へ
ず
、
地
粒
を
絶
ち
て
殼
を
避
り
つ
」
と
伝
え
る
な
ど88

、
辟
穀
や
服

餌
の
例
を
い
く
つ
か
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
す
ぐ
に
史
実
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
先
の
役
小
角
に
関
す
る
説
話
と
『
養

老
僧
尼
令
』
の
条
文
と
も
あ
わ
せ
、
古
代
の
山
林
修
行
者
の
中
に
、「
辟
穀
」「
服
餌
」
を
行
う
者
が
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
一
方
で
、「
蔬
食
」
の
事
例
が
顕
著
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。『
日
本
書
紀
』
で
は
わ
ず
か
に
、

詔
曰
。
務
大
肆
陸
奥
國
優
耆
曇
郡
城
養
蝦
夷
脂
利
古
男
麻
呂
。
與
鐵
折
。
請
剔
鬢
髪
爲
沙
門
。
詔
曰
。
麻
呂
等
少
而
閑
雅
寡
欲
。

遂
至
於
此
蔬
食
持
戒
。
可
隨
所
請
出
家
修
道
。88

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
持
統
三
年(

689)

に
陸
奥
国
の
蝦
夷
脂
利
古
の
男
、
麻
呂
と
鉄
折
が
、「
蔬
食
」「
持
戒
」
の
行
状
を
評
価
さ
れ
、
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出
家
が
許
さ
れ
た
と
い
う
事
例
が
見
え
る
。
ま
た
『
霊
異
記
』
で
は
、
行
基
の
信
者
で
あ
る
置
染
臣
鯛
女
と
い
う
女
人
が
、
一
日
も
欠

か
さ
ず
「
山
に
入
り
菜
を
採
り
」、
行
基
に
供
え
た
と
す
る
説
話99

が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
中
国
の
僧
伝
に
お
い
て
、
山
居
し
て
「
服
餌
」
や
「
蔬
食
」
を
実
践
す
る
例
が
顕
著
で
あ
る
の
に
対
し
、
意
外
と
日
本
古
代
の
史
料

に
は
明
示
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
痕
跡
も
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
当
時
に
お
い
て
、『
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
捨
身
行
の
禅
師
の
よ
う
に
、
熱
烈
な
出
家
主
義
を
貫
く
修
行
者
が
い
た
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。
彼
に
つ
い
て
は
、

爾
時
有
一
禅
師
、来
之
於
菩
薩
所
。
々
持
之
物
、法
花
経
一
部
〈
字
細
少
書
減
巻
数
成
一
巻
持
之
〉、白
銅
水
瓶
一
口
、繩
床
一
足
也
。

僧
常
誦
持
法
華
大
乗
以
之
為
宗
。
歴
一
年
余
而
思
別
去
、
敬
礼
禅
師
、
奉
施
繩
床
而
語
之
曰
、
今
者
罷
退
、
欲
展
山
踰
於
伊
勢
国
。

〈
中
略
〉
尋
求
見
之
、
有
一
屍
骨
、
以
麻
繩
繋
二
足
、
懸
巖
捉
身
而
死
。
骨
側
有
水
瓶
、
乃
知
別
去
之
禅
師
也
。99

と
あ
る
よ
う
に
、
頭
陀
行
者
が
常
に
持
す
る
十
八
物99

の
う
ち
、「
法
華
経
一
巻
」「
水
瓶
」「
縄
床
」「
鉢
」
な
ど
を
所
持
し
、
紀
伊
国
熊

野
か
ら
伊
勢
国
の
山
々
を
展
転
と
修
行
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
い
に
は
麻
縄
を
も
っ
て
両
足
を
縛
り
、
縄
の
端
を
巌
に
懸
け
て
断
崖
に
身

を
投
げ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
「
蔬
食
」
と
の
表
現
は
な
い
が
、
頭
陀
行
の
持
物
を
携
帯
し
て
山
々
を
跋
渉
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

禅
師
は
頭
陀
行
者
と
し
て
描
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
修
行
者
が
実
際
に
い
た
こ
と
は
想
像
し
う
る
。

　
あ
る
い
は
、
人
知
れ
ず
山
に
籠
り
、
長
年
に
亘
っ
て
山
を
下
り
な
い
修
行
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
状
が
記
録
さ
れ
な
い
方
が
、
む
し

ろ
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　
た
だ
し
、
僅
か
な
が
ら
当
時
の
史
料
に
見
ら
れ
る
山
林
修
行
者
は
、
概
ね
「
看
病
」
の
徳
行
に
よ
っ
て
、
民
衆
か
ら
名
声
を
得
た

り99

、
朝
廷
か
ら
殊
遇
を
蒙
っ
て
お
り99

、
そ
こ
に
「
蔬
食
」
と
い
う
理
由
は
ま
ず
も
っ
て
見
え
て
こ
な
い
。
言
う
な
れ
ば
「
蔬
食
」
の
実

践
が
、
中
国
ほ
ど
に
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
一
方
で
、
山
居
す
る
禅
師
が
肉
や
五
辛
を
食
す
と
い
う
説
話
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
霊
異
記
』
に
は
、

吉
野
山
有
一
山
寺
、
名
号
海
部
峯
也
。
帝
姫
阿
倍
天
皇
御
世
、
有
一
大
僧
、
住
彼
山
寺
、
精
懃
修
道
。
疲
身
弱
力
、
不
得
起
居
、

念
欲
食
魚
、
語
弟
子
言
。
我
欲
噉
魚
、
汝
求
養
我
。
弟
子
受
師
語
、
至
於
紀
伊
国
海
辺
、
買
鮮
鯔
八
隻
、
納
小
櫃
而
帰
上
。〈
中
略
〉

当
知
、
為
法
助
身
、
於
食
物
者
、
雖
食
雑
毒
、
而
成
甘
露
、
雖
食
魚
宍
、
而
非
犯
罪
、
魚
化
成
経
、
天
感
済
道
。
此
復
奇
異
事

也
。99

と
伝
え
る
。
吉
野
山
の
海
部
峯
と
い
う
山
寺
に
大
僧
が
住
し
て
修
行
し
て
い
た
が
、
身
体
が
弱
り
起
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
魚
を
食
べ
よ
う
と
、
弟
子
に
買
い
に
行
か
せ
た
が
、
帰
り
に
檀
越
と
出
会
っ
て
し
ま
う
。
魚
で
は
な
い
か
と
詰
め
寄
る
檀
越
で

あ
っ
た
が
、
小
櫃
を
開
い
て
み
る
と
、
魚
は
「
聖
人
の
食
物
」
で
あ
る
が
故
、『
法
華
経
』
に
替
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
説
話
を

評
し
て
編
者
景
戒
は
、
仏
法
の
た
め
に
身
体
を
養
う
の
で
あ
れ
ば
、
魚
肉
を
食
し
た
と
し
て
も
罪
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た

こ
れ
と
同
様
に
、前
述
し
た
金
剛
山
の
山
房
に
住
む
願
覚
の
説
話
に
は
、「
五
辛
を
食
す
こ
と
は
、仏
法
の
中
に
制
す
。
而
れ
ど
も
聖
人
、

用
い
て
食
す
と
き
は
、
罪
を
得
る
所
無
し
」
と
記
さ
れ
る99

。

　
肉
や
五
辛
に
対
す
る
禁
戒
は
、
仏
教
者
や
檀
越
に
共
通
す
る
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
仏
法
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
聖
人

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
食
し
て
も
罪
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
景
戒
の
主
張
は
、
む
し
ろ
弁
解
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
弁
解
に

近
い
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
山
居
修
道
を
行
う
修
行
者
で
あ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
肉
や
五
辛
を
食
す
こ
と
が
あ
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る99

。

　
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、「
蔬
食
」
を
実
践
し
た
と
さ
れ
る
修
行
者
の
事
例
は
、ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
国
に
お
い
て
、

長
く
山
林
に
隠
居
し
て
「
蔬
食
」
を
実
践
す
る
僧
が
数
多
く
見
ら
れ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
一
方
で
、
日
本
に
お
い
て
称
賛
・
帰
依

を
得
た
山
林
修
行
者
の
行
状
は
、
主
に
は
「
看
病
」
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ひ
と
り
山
林
に
て
修
行
を
続
け
る
こ
と
よ
り
も
、
獲
得
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し
た
験
力
を
、
ど
れ
だ
け
世
俗
に
て
発
揮
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
人
々
に
は
関
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、

中
国
ほ
ど
に
は
「
蔬
食
」
の
実
践
が
重
視
さ
れ
ず
、
逆
に
肉
食
で
あ
っ
て
も
、「
聖
人
の
食
物
」
と
し
て
容
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た

よ
う
だ
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
確
か
に
世
俗
と
の
関
わ
り
を
断
ち
、
何
十
年
と
山
居
し
て
自
活
す
る
修
行
者
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
ま
さ
に
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
、
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三
、「
乞
食
」「
蔬
食
」
は
山
林
修
行
の
資
糧
た
り
得
た
か

（
１
）
法
会
の
禁
止
に
よ
る
山
林
修
行
の
衰
退

　
イ
ン
ド
の
出
家
修
行
者
は
「
乞
食
」
を
修
行
の
根
本
に
お
い
た
。
ま
た
中
国
で
は
山
に
籠
り
「
蔬
食
」
し
て
修
行
に
励
む
仏
教
者
が

数
多
く
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
古
代
日
本
に
お
い
て
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
に
専
念
す
る
、
出
世
間
的
志
向
の
強
い
修
行
者
が
、

果
た
し
て
ど
れ
程
い
た
の
か
、
疑
問
に
駆
ら
れ
る
。

　
称
徳
天
皇
と
法
王
道
鏡(

?-

772)

に
よ
る
政
権
が
終
わ
り
、
宝
亀
元
年(

770)

に
天
智
系
の
光
仁
天
皇
が
即
位
す
る
と
、
僧
綱
は
す

ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
に
申
し
出
て
い
る
。

僧
綱
言
。
奉
去
天
平
寳
字
八
年
勅
。
逆
黨
之
徒
。
於
山
林
寺
院
。
私
聚
一
僧
已
上
。
讀
經
悔
過
者
。
僧
綱
固
加
禁
制
。
由
是
。

山
林
樹
下
。
長
絶
禪
迹
。
伽
藍
院
中
。
永
息
梵
響
。
俗
士
巣
許
。
猶
尚
嘉
遁
。
況
復
出
家
釋
衆
。
寧
无
閑
居
者
乎
。
伏
乞
。
長

往
之
徒
。
聽
其
脩
行
。
詔
許
之
。99
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つ
ま
り
、
称
徳
・
道
鏡
政
権
下
の
天
平
宝
字
八
年(

764)

十
月
に
、
反
逆
の
徒
が
山
林
寺
院
に
僧
を
集
め
、
読
経
・
悔
過
す
る
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
た
た
め
、
山
林
樹
下
に
て
禅
を
修
す
者
が
居
な
く
な
り
、
山
林
寺
院
の
梵
鐘
も
鳴
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
こ

で
僧
綱
は
、
山
林
寺
院
で
の
修
行
の
再
開
を
申
請
し
、
そ
れ
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
山
林
寺
院
に
お
け
る
読
経
悔
過
の
禁
制
は
、

同
年
九
月
に
起
き
た
恵
美
押
勝
の
乱
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
逆
徒
た
ち
の
不
穏
な
動
き
を
取
り
締
ま
る
意
味
が
強
か
っ
た
。
た
だ

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
禁
制
に
よ
り
「
山
林
樹
下
、
長
く
禅
跡
を
絶
し
、
伽
藍
院
中
、
永
く
梵
響
を
息
む
」
と
い
う
事
態
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
僧
侶
の
山
林
修
行
や
山
寺
の
運
営
が
、
主
と
し
て
有
力
者
が
主
催
す
る
読
経
や
悔
過
な
ど
の
法
会
に
依

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
有
力
者
が
山
寺
に
僧
侶
を
集
め
、
法
会
を
行
う
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
供
養
料
を
資
糧

と
し
て
、
修
行
者
は
山
居
修
道
を
続
け
、
山
寺
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
続
い
て
桓
武
期
に
は
、
再
び
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
修
法
が
禁
止
さ
れ
る
。
ま
ず
延
暦
四
年(

785)

十
月
に
は
、

應
禁
私
修
壇
法
事
　
右
太
政
官
去
延
暦
四
年
十
月
五
日
下
治
部
省
符
偁
。
僧
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
等
。
讀
陀
羅
尼
以
報
所
怨
。
行

壇
法
以
縱
呪
詛
。
自
今
以
後
。
非
預
勅
語
不
得
入
山
林
住
寺
院
讀
陀
羅
尼
行
壇
法
。
如
有
此
類
。
禁
身
具
状
。
早
速
申
送
之
。

不
得
隱
漏
者
。99

と
あ
る
よ
う
に
、
勅
語
に
依
ら
ず
、
僧
・
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
が
山
寺
に
住
し
て
、
陀
羅
尼
・
壇
法
を
修
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。

こ
の
年
九
月
に
は
、
長
岡
京
造
宮
長
官
で
あ
っ
た
藤
原
種
継(
737-

785)

が
暗
殺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

先
に
見
た
天
平
宝
字
八
年
の
禁
制
と
同
様
、
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
修
法
の
禁
止
に
よ
り
、
有
力
者
か
ら
の
支
援
が
断
ち
切
ら
れ
、
山

林
で
の
僧
侶
の
活
動
や
山
寺
の
運
営
は
、
再
び
困
難
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
如
く
、
延
暦
十
一
年(

792)

に
は
、
後
に
僧
綱
に
列
す
る
施
暁(

?-

804)

よ
り
、
次
の
よ
う
な
奏
上
が
な
さ

れ
る
。
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傳
燈
大
法
師
位
施
曉
奏
曰
。
窃
以
。
眞
理
無
二
。
帝
道
亦
一
。
敷
化
之
門
是
異
。
覆
載
之
功
乃
同
。
故
衛
護
萬
邦
。
唯
資
於
佛
化
。

弘
隆
三
寳
。
靡
非
帝
功
。
夫
沙
門
釋
侶
。
三
界
旅
人
。
離
國
離
家
。
無
親
無
族
。
或
坐
山
林
而
求
道
。
或
蔭
松
柏
而
思
禪
。
雖

有
避
世
出
塵
之
操
。
不
忘
護
國
利
人
之
行
。
而
粮
粒
罕
得
。
飢
餓
常
切
。
伏
望
以
本
寺
供
。
給
彼
住
處
。
則
緇
徒
獲
全
百
年
之
命
。

聖
化
遠
流
千
載
之
表
。
又
山
城
國
百
秦
忌
寸
刀
自
女
等
卅
一
人
。
倶
發
誓
願
。
奉
爲
聖
朝
。
自
去
寳
龜
三
年
。
迄
于
今
年
。
毎

年
春
秋
。
悔
過
修
福
。

其
精
誠
。
實
可
随
喜
。
伏
望
從
其
心
願
。
咸
令
得
度
。
並
許
之
。111

　
こ
こ
で
施
暁
は
、
僧
侶
は
世
俗
を
離
れ
、
山
林
に
入
っ
て
修
行
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
が
、
食
料
を
得
る
の
が
困
難
で
あ
り
、
常
に

困
窮
し
て
い
る
か
ら
、
僧
侶
の
所
属
す
る
本
寺
の
供
料
を
、
山
林
修
行
の
住
処
に
給
付
し
て
欲
し
い
と
申
し
出
て
、
こ
れ
が
許
さ
れ
て

い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
桓
武
期
に
は
山
林
寺
院
に
て
要
請
を
受
け
て
修
法
を
行
う
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
と
共
に111

、
僧
侶
が
私
的
に

檀
越
を
定
め
て
閭
巷
に
出
入
り
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る111

。
お
そ
ら
く
、
本
寺
を
離
れ
て
活
動
す
る
仏
教
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら

の
禁
制
は
ま
さ
に
「
粮
粒
得
る
こ
と
罕
に
し
て
、
飢
餓
常
に
切
な
る
」
な
る
状
況
を
引
き
起
こ
し
、
修
行
に
支
障
を
き
た
し
た
よ
う
で

あ
る
。
私
的
な
檀
越
と
の
関
わ
り
を
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
施
暁
は
山
林
修
行
の
支
援
を
朝
廷
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
施
暁
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
僧
侶
が
「
三
界
の
旅
人
」
で
あ
り
、「
国
を
離
れ
家
を
離
れ
、
親
無
く
俗
無
く
、
或
い
は
山
林
に
坐
し

て
道
を
求
め
、
或
い
は
松
柏
に
蔭
れ
て
禅
を
思
う
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
熱
烈
な
出
世
間
へ
の
志
向
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば
、

仮
名
乞
児
の
よ
う
に
「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
に
て
、
山
林
修
行
を
続
け
る
方
法
も
あ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
、
す
で
に
修
行
者

た
ち
は
「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
を
実
践
し
た
上
で
、
や
む
を
得
ず
に
施
暁
を
通
じ
て
奏
上
を
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
仮
に

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
が
意
図
す
る
山
林
修
行
と
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
の
実
践
の
み
で
成
り
立
つ
よ
う
な
形
態
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
施
暁
の
奏
上
か
ら
程
な
く
し
て
、
延
暦
十
八
年(

799)

に
は
再
び
、
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勅
。
沙
門
擅
去
本
寺
。
隱
住
山
林
。
受
人
属
託
。
或
行
耶
法
。
如
斯
之
徒
。
往
往
而
在
。
国
憲
内
教
。
同
所
不
許
。
宜
諸
国
司

巡
検
部
内
所
有
山
林
精
舍
并
居
住
比
丘
優
婆
塞
。
具
録
言
上
。
不
得
踈
漏
。111

と
の
勅
が
出
さ
れ
、
沙
門
が
任
意
で
本
寺
を
去
り
、
山
林
寺
院
に
隠
居
し
て
、
諸
人
の
依
頼
に
よ
っ
て
修
法
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、

山
林
寺
院
と
そ
こ
に
居
住
す
る
仏
教
者
を
調
査
し
報
告
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
朝
廷
は
、
山
林
修
行
者
と
有
力
者
の
私
的
な
結
び

付
き
を
認
め
ず
、
本
寺
の
供
料
を
山
寺
に
給
付
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
果
た
し
て
ど
れ
ぼ
ど
の
効
果
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
際

に
は
、
公
認
さ
れ
ず
と
も
、
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
修
法
は
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、当
時
の
山
林
修
行
は
、有
力
者
か
ら
の
私
的
な
支
援
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、空
海
の
『
三

教
指
帰
』
に
登
場
す
る
仮
名
乞
児
の
よ
う
な
行
状
、つ
ま
り
「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
に
よ
っ
て
山
林
修
行
を
続
け
る
と
い
う
あ
り
方
が
、

大
多
数
を
占
め
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
有
力
者
か
ら
の
修
法
の
依
頼
が
な
く
と
も
、
山
林
樹
下
に
修
禅
す
る
仏
教
者
が
減
少

す
る
こ
と
は
な
い
。
確
か
に
、
記
録
に
残
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
出
世
間
性
を
強
く
志
向
す
る
修
行
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
が
、
上
記
の
僧
綱
の
奏
上
や
詔
勅
か
ら
推
察
す
る
に
、
す
で
に
日
本
古
代
の
山
林
修
行
や
山
寺
の
運
営
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」

の
み
を
経
済
基
盤
と
し
て
い
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
２
）
梵
釈
寺
の
世
俗
化

　
桓
武
天
皇
は
、「
天
下
の
安
寧
は
、
緇
徒
の
神
力
に
よ
る
」111

と
の
考
え
を
有
し
て
い
た
。
仏
教
者
の
神
力
に
対
す
る
期
待
と
畏
怖
を

背
景
と
し
て
、
桓
武
期
に
は
僧
尼
の
才
徳
を
高
め
る
と
と
も
に
、
寺
家
の
勢
力
を
押
さ
え
る
施
策
が
頻
繁
に
出
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
者

の
山
林
修
行
は
、
天
皇
の
統
制
下
に
あ
る
限
り
、
望
む
べ
き
徳
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
私
的
な
檀
越
と
修
行
者
と
の
関
係
を
禁
じ
た
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の
で
あ
る
。

　
桓
武
天
皇
は
天
下
の
安
寧
を
期
待
し
、
仏
教
者
の
山
林
修
行
を
外
護
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
事
業
が
、
近
江
梵
釈
寺
の
造
営
で
あ

っ
た
。
梵
釈
寺
は
延
暦
五
年(

786)

に
勅
命
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ111

、
同
七
年(

788)

に
は
下
総
・
越
前
二
国
の
封
戸
、
各
五
十
戸
が
施

入
さ
れ111

、
同
十
一
年(

792)

に
は
近
江
国
の
水
田
百
町
が
施
入
さ
れ
て
い
る111

。
そ
し
て
同
十
四
年(

795)

に
は
、

詔
曰
。
眞
教
有
屬
。
隆
其
業
者
人
王
。
法
相
無
邊
。
闡
其
要
者
佛
子
。
朕
位
膺
四
大
。
情
存
億
兆
。
導
徳
齊
礼
。
雖
遵
有
國
之
規
。

妙
果
勝
因
。
思
弘
無
上
之
道
。
是
以
披
山
水
名
區
。
草
創
禪
院
。
盡
土
木
妙
製
。
莊
餝
伽
藍
。
名
曰
梵
釋
寺
。
仍
置
清
行
禪
師
十
人
。

三
綱
在
其
中
。
施
近
江
國
水
田
一
百
町
。
下
總
國
食
封
五
十
戸
。
越
前
國
五
十
戸
。
以
充
修
理
供
養
之
費
。
所
冀
還
經
馳
驟
。

永
流
正
法
。
時
變
陵
谷
。
恒
崇
仁
祠
。
以
茲
良
因
。
普
覃
一
切
。
上
奉
七
廟
。
臨
寳
界
而
増
尊
。
下
覃
万
邦
。
登
壽
域
而
洽
慶
。

皇
基
永
固
。
卜
年
無
窮
。
本
枝
克
隆
。
中
外
載
逸
。
綿
該
幽
顯
。
傍
及
懷
生
。
望
慈
雲
而
出
迷
途
。
仰
惠
日
而
趣
覺
路111

。

と
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
山
水
の
勝
地
を
拓
い
て
禅
院
を
草
創
し
、
土
木
の
妙
製
を
尽
く
し
て
伽
藍
を
装
飾
し
、
浄
行
の
禅
師
十
名
を
置

い
て
、
梵
釈
寺
と
号
し
た
と
い
う
。
桓
武
天
皇
は
、
僧
侶
の
山
林
修
行
を
外
護
す
る
善
因
に
よ
り
、
皇
統
の
永
続
と
万
民
の
豊
楽
、
ひ

い
て
は
一
切
衆
生
の
仏
果
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
桓
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
、
山
林
浄
域
に
禅
院
が
造
営
さ
れ
、
浄
行
の
禅
師
十
名
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
崇
高

な
理
念
と
は
裏
腹
に
、
実
際
の
運
営
は
早
く
も
世
俗
化
し
た
と
見
え
る
。
例
え
ば
、
弘
仁
六
年(

815)

に
は
、
嵯
峨
天
皇
の
近
江
国
へ

の
御
幸
に
先
立
っ
て
、

崇
福
梵
釋
二
寺
者
。
禪
居
之
淨
域
。
伽
藍
之
勝
地
也
。
今
聞
。
道
俗
相
集
。
還
穢
佛
地
。
繋
馬
牽
牛
。
犯
汗
良
繁
。
宜
令
近
江

国
嚴
加
禁
斷
。
若
有
不
從
制
者
。
五
位
已
上
録
名
。
六
位
已
下
留
身
。
並
言
上
。111

と
の
指
示
が
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
崇
福
寺
・
梵
釈
寺
は
、「
禅
居
の
浄
域
、
伽
藍
の
勝
地
」
で
あ
る
の
に
、「
道
俗
相
集
い
て
、
還
り
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て
仏
地
を
穢
す
。
馬
を
繋
ぎ
、
牛
を
牽
き
、
犯
汚
良
に
繁
し
」
と
し
て
、
こ
れ
を
誡
め
て
い
る
。
桓
武
期
に
、
修
行
者
の
み
を
置
く
清

浄
な
場
所
と
し
て
造
営
さ
れ
た
梵
釈
寺
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
二
十
年
後
に
は
、
道
俗
が
混
在
す
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
同
様
の
勅

は
弘
仁
十
年(
819)

に
も
見
え
、

勅
。
崇
福
寺
者
。
先
帝
所
建
。
禪
侶
之
窟
也
。
今
聞
。
頃
年
之
間
。
濫
吹
者
多
。
云
々
。
宜
加
沙
汰
、
勿
汙
禪
庭
。
所
住
之
僧
。

不
過
廿
人
。
但
有
死
闕
。
言
官
乃
補
之
。111

と
あ
る
よ
う
に
、「
禅
侶
の
窟
」
で
あ
る
は
ず
の
崇
福
寺
に
、「
濫
吹
の
者
多
く
」、「
禅
庭
を
汚
し
」
て
い
る
と
い
う
。
朝
廷
は
、
崇
福

寺
・
梵
釈
寺
な
ど
国
家
主
導
の
山
寺
を
、
あ
く
ま
で
出
家
修
行
者
の
み
住
す
る
修
禅
の
道
場
と
し
た
い
意
向
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は

現
実
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
こ
う
し
た
事
例
か
ら
し
て
も
、
古
代
日
本
に
お
い
て
、
修
行
者
が
出
世
間
を
貫
く
と
い
う
行
状
は
、
あ
ま
り
根
付
か
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
国
家
主
導
に
よ
り
「
禅
居
の
浄
域
」
と
し
て
造
営
さ
れ
、「
浄
行
の
禅
師
」
を
選
ん
で
置
い
た
梵
釈
寺
で
さ
え
、
世

俗
化
の
傾
向
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
有
力
者
や
村
人
に
よ
る
私
寺
で
あ
れ
ば
、
言
う
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。
総
じ
て
日
本
古
代

に
お
け
る
山
林
修
行
は
、「
乞
食
」「
蔬
食
」
な
ど
出
世
間
性
の
強
い
行
状
の
み
に
依
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
俗
と
の
密
接
な
関
係

を
通
じ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
若
く
し
て
出
家
し
た
釈
尊
は
、
出
家
し
て
「
乞
食
」
を
基
本
と
す
る
遊
行
生
活
を
行
っ
た
。
そ
の
生
活
法
は
、「
頭
陀
行
」
と
し
て

体
系
づ
け
ら
れ
た
。「
頭
陀
」
と
は
、
総
じ
て
衣
食
住
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
執
着
を
捨
て
る
た
め
に
、
乞
食
を
し
、
ぼ
ろ
着
を
纏
い
、
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人
里
離
れ
た
空
所
に
住
す
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
修
行
者
た
ち
は
、
自
治
的
な
出
家
者
集
団
（
僧
伽
＝
サ
ン
ガ
）
を
形
成
し
、
乾
季

の
頭
陀
と
雨
季
の
安
居
を
繰
り
返
し
、
自
他
共
に
戒
を
確
認
し
な
が
ら
、
修
行
生
活
を
送
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
一
方
日
本
で
は
、
僧
尼
の
乞
食
に
は
、
三
綱
と
官
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
乞
食
と
は
性
格
を
異
に
し
た
。
正
式
な
申
請

に
よ
り
認
め
ら
れ
た
乞
食
で
あ
る
が
、元
正
期
の
朝
廷
は
た
び
た
び
禁
制
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
主
に
行
基
教
団
に
対
す
る
も
の
で
、

彼
ら
が
認
め
ら
れ
た
乞
食
の
範
囲
を
超
え
、布
教
し
つ
つ
財
物
を
乞
う
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
。
出
家
者
と
在
家
者
が
交
流
す
る
こ
と
で
、

庶
民
が
生
業
を
捨
て
る
事
態
が
生
じ
、
こ
れ
が
問
題
視
さ
れ
た
。
同
時
に
朝
廷
は
僧
尼
に
清
浄
性
を
求
め
て
お
り
、
乞
食
に
よ
り
そ
れ

が
損
な
わ
れ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。

　
行
基
は
民
衆
教
化
と
結
び
付
い
た
土
木
事
業
や
慈
善
事
業
を
展
開
し
た
が
、
こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
三
階
教
の
影
響
を
受
け
た
も
の

と
の
指
摘
が
あ
る
。
三
階
教
の
実
践
は
、
出
家
者
の
乞
食
行
と
在
家
者
の
喜
捨
行
が
対
偶
を
な
し
、
い
ず
れ
も
滅
罪
・
興
福
に
通
ず
る

仏
教
的
作
善
行
と
し
て
推
奨
さ
れ
た
。
三
階
教
は
中
国
に
て
急
速
に
広
ま
っ
た
が
、
王
朝
は
こ
れ
を
厳
し
く
弾
圧
し
、
衰
退
へ
と
向
っ

た
と
さ
れ
る
。
日
本
に
は
入
唐
僧
の
道
昭
が
こ
れ
を
伝
え
、
弟
子
の
行
基
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
元
正
期
に
は
行
基
の
活
動
に
弾
圧
が

加
え
ら
れ
た
が
、
聖
武
期
に
は
容
認
へ
と
転
じ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
三
階
教
に
影
響
を
受
け
た
行
基
の
活
動
が
、
朝
廷
の
容
認
を
得
た
後
、
隆
盛
に
向
う
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な
い
。
行
基
が
遷
化
し
て
二
十
四
年
後
、
行
基
が
建
立
し
た
寺
院
の
う
ち
、
田
地
を
所
持
し
な
い
寺
院
は
荒
廃
し
、
勅
に
よ
っ
て
田
地

が
施
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
行
基
ゆ
か
り
の
道
場
が
、
乞
食
行
だ
け
で
は
成
り
立
た
ず
、
む
し
ろ
田
地
か
ら
の
収
入
に
依
っ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

　
一
方
で
、『
霊
異
記
』
に
は
生
活
の
た
め
の
乞
食
が
、
よ
り
顕
著
な
事
例
と
し
て
散
見
さ
れ
る
。
困
窮
の
乞
者
、
自
度
の
沙
弥
、
さ

ら
に
は
僧
で
あ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
活
の
た
め
に
乞
食
を
し
た
。
や
む
を
得
ず
家
庭
や
社
会
か
ら
離
脱
し
た
者
の
受
け
皿
と
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し
て
、
仏
教
の
乞
食
が
機
能
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
イ
ン
ド
由
来
の
「
乞
食
」、
あ
る
い
は
行
基
の
よ
う
な
民
衆
教
化

に
結
び
付
く
積
極
的
な
「
乞
食
」
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
、
あ
ま
り
根
付
か
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
出
世
間
を
志
向
す

る
修
行
の
形
態
が
、
す
で
に
中
国
に
お
い
て
変
容
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
だ
ろ
う
。

                                      

※

　
イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
教
者
は
乞
食
を
基
本
と
す
る
「
頭
陀
」
を
重
ん
じ
た
が
、
こ
れ
を
漢
語
で
は
「
斗
薮
」
と
訳
す
。
空
海
の
用
例

か
ら
し
て
、
斗
薮
と
は
、
俗
世
に
安
住
せ
ず
に
、
山
林
に
て
去
来
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
乞
食
の
意
味
は
含
ま
れ
て
こ
な
い
。
そ

の
替
わ
り
に
、「
草
衣
」「
蔬
食
」
な
ど
自
然
か
ら
得
ら
れ
る
粗
末
な
資
糧
に
て
自
活
し
、
修
行
を
続
け
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
斗
薮
の
概
念
は
、
中
国
に
お
け
る
出
家
修
行
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
中
国
に
お
て
は
、
す
で
に

道
家
に
由
来
す
る
入
山
の
実
践
が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
、
仏
教
者
の
出
家
修
行
が
、
こ
れ
と
結
び
つ
き
易
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
頭

陀
」
か
ら
「
乞
食
」
の
意
味
が
欠
如
し
、む
し
ろ
道
家
の
「
辟
穀
」
や
「
服
餌
」、さ
ら
に
は
仏
教
の
肉
食
の
禁
戒
と
関
連
し
て
「
蔬
食
」

の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
「
乞
食
」
か
ら
「
蔬
食
」
へ
の
転
換
で
あ
る
。
空
海
の
言
う
「
斗
薮
」
と
は
、
す
で
に

中
国
に
て
変
容
し
た
「
頭
陀
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
山
林
修
行
者
に
範
を
取
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　
た
だ
、
日
本
に
お
い
て
実
際
に
辟
穀
や
服
餌
、
蔬
食
が
行
わ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
役
小
角
な
ど
若
干
の
事
例
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
史
料
に
は
明
示
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
痕
跡
も
少
な
い
。
中
国
に
お
い
て
、
山
林
に
頭
陀
し
、
蔬
食
に
て
修
行
に
励
む
事
例
が

数
多
く
見
ら
れ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
確
か
に
、
人
知
れ
ず
山
居
修
行
を
続
け
る
修
行
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
状
が
記
録
さ
れ
な
い

方
が
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
当
時
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ず
史
料
に
見
ら
れ
る
山
林
修
行
者
は
、
概
ね
「
看
病
」
の
徳
行
に

依
っ
て
、
民
衆
か
ら
名
声
を
得
た
り
、
朝
廷
か
ら
殊
遇
を
蒙
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
山
居
修
行
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
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の
験
力
や
功
徳
の
方
に
、
人
々
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
山
林
修
行
者
の
中
に
は
、
肉
や
五
辛
で
あ
っ

て
も
、
聖
人
の
食
物
と
し
て
容
認
す
る
場
合
も
あ
り
、
中
国
ほ
ど
に
は
「
蔬
食
」
の
実
践
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

                                      

※

　
こ
の
よ
う
に
古
代
日
本
で
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
が
、
積
極
的
に
は
実
践
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
を
示
唆

す
る
の
が
、
奈
良
後
期
に
お
け
る
山
林
修
行
の
衰
退
と
、
梵
釈
寺
の
世
俗
化
に
関
す
る
出
来
事
で
あ
る
。

　
称
徳
期
と
桓
武
期
に
は
、
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
法
会
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
者
の
山
林
修
行
や
山
寺
の
運

営
が
、
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
山
林
修
行
が
、
法
会
の
供
養
料
な
ど
、
有
力
者
か
ら
の
経
済
的
な
支
援
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
仮
名
乞
児
の
よ
う
に
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
に
よ
っ
て
修
行
を
続
け
る
者
が
、

大
勢
を
占
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
有
力
者
か
ら
の
修
法
の
依
頼
が
な
く
と
も
、
山
林
に
修
行
す
る
仏
教
者
が
減
少
す
る
こ
と
は

な
い
。
確
か
に
、
記
録
に
残
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
出
世
間
性
を
強
く
志
向
す
る
修
行
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
す
で

に
当
時
の
山
林
修
行
や
山
寺
の
運
営
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
の
み
で
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
桓
武
天
皇
は
、
山
林
修
行
を
外
護
す
る
善
因
に
よ
り
、
皇
統
の
永
続
と
万
民
の
豊
楽
、
さ
ら
に
一
切
衆
生
の
仏
果
を
願
い
、

山
林
浄
域
に
梵
釈
寺
を
造
営
し
て
、
浄
行
の
禅
師
十
名
を
置
い
た
。
し
か
し
そ
の
崇
高
な
理
念
と
は
裏
腹
に
、
実
際
の
運
営
は
早
く
も

世
俗
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
朝
廷
は
あ
く
ま
で
、
梵
釈
寺
な
ど
官
営
の
山
寺
を
、
出
家
修
行
者
の
み
の
修
禅
の
道
場
と
し
た
い
意
向
で

は
あ
っ
た
が
、
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
。
選
抜
さ
れ
た
禅
師
た
ち
で
さ
え
、
世
俗
化
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
当
時
に
お
い

て
、
修
行
者
が
出
世
間
的
志
向
を
固
持
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

                                      

※

　
そ
う
し
た
状
況
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
当
時
に
お
い
て
「
仮
名
乞
児
」
の
よ
う
に
「
出
世
間
」
を
標
榜
し
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
を
貫
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く
修
行
者
は
、
実
に
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
空
海
が
描
写
し
た
「
仮
名
乞
児
」
は
、
仏
教
の
出
家
修
行
者
の
ひ
と
つ

の
理
想
像
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
古
代
社
会
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
修
行
者
の
典
型
で
は
な
か
っ
た
。

　
確
か
に
、『
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
捨
身
行
の
禅
師
の
よ
う
に
、
熱
烈
な
出
家
主
義
者
が
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し

そ
の
よ
う
に
、
社
会
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
強
く
志
向
す
る
修
行
形
態
は
、
大
勢
を
占
め
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
社
会
と
と
も
に
歩
む
こ

と
に
重
き
を
置
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
勝
道
や
最
澄
、
空
海
な
ど
は
、
山
林
修
行
を
重
視
し
た
が
、
い
つ
ま
で
も
下
山
し
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
機
が
熟
せ

ば
再
び
世
俗
に
還
り
、
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
施
暁
が
「
避
世
出
塵
の
操
有
り
と
雖
も
、
護
国
利
人
の
行
を
忘
れ
ず
」

と
し
た
態
度
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
う
な
れ
ば
山
林
修
行
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
社
会
的
な
利
益
や
、
そ
の
後
に
展

開
さ
れ
る
利
他
行
の
前
提
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
当
時
の
山
林
修
行
者
の
活
動
や
山
寺
の
運
営
は
、
出
世
間
性
の
強
い
「
乞
食
」「
蔬
食
」
の
み
で
は
成
り
立
た
ず
、
そ
れ
以
外
の
経

済
基
盤
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
で
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
法
会
に
よ
る
布
施
、
篤
信
者
か
ら
の
寄
進
、

所
有
す
る
田
地
、
さ
ら
に
は
本
寺
の
供
料
な
ど
、
社
会
と
の
密
接
な
関
係
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
形
態
を
丹
念
に
整
理
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
人
達
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
込
め
て
、
山
林
修
行
者
に
資
糧
を
提
供

し
た
の
か
が
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
古
代
社
会
に
お
け
る
山
林
修
行
の
意
義
を
、
よ
り
詳
し
く
把
握
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と

予
想
し
て
い
る
。
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註

1
日
本
古
代
の
山
林
修
行
に
関
し
て
は
、
和
歌
森
太
郎
氏
の
山
岳
信
仰
に
関
す
る
研
究
、
堀
一
郎
氏
の
山
林
優
婆
塞
に
関
す
る
研
究
、
古
江
亮
仁
氏
の

山
寺
に
関
す
る
研
究
を
は
じ
め
、
す
で
に
蓄
積
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
論
「
施
暁
と
梵
釈
寺
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
・
二
〇
〇
八
年
）
を

参
照
。

2
『
令
義
解
』
二
「
僧
尼
令
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
二
・
八
四
～
五
頁
）

3
『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
二
年
十
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
四
～
五
頁
）

4
『
続
日
本
紀
』
一
〇
「
天
平
元
年
四
月
癸
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
一
六
～
七
頁
）

5
『
続
日
本
紀
』
一
一
「
天
平
六
年
十
一
月
戊
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
三
五
頁
）

6
『
続
日
本
紀
』
二
一
「
天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
二
五
三
頁
）

7
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
拍
于
憶
持
千
手
呪
者
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
二
頁
）
に
は
、
神
護

景
雲
三
年(

769)

頃
の
説
話
と
し
て
、
京
を
本
貫
と
す
る
小
野
朝
臣
庭
麿
な
る
人
物
が
優
婆
塞
と
な
り
、
常
に
千
手
呪
を
誦
持
し
て
、
越
前
国
加
賀
郡
の

部
内
の
山
を
展
転
と
し
て
修
行
し
た
と
伝
え
る
。

8
『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
三
年
三
月
丁
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
〇
二
頁
）

9
高
田
淳
「
早
良
親
王
と
長
岡
遷
都
─
遷
都
事
情
の
再
検
討
─
」（
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
会
『
日
本
古
代
の
政
治
と
制
度
』
続
群
書
類
従
完
成
会
・

一
九
八
五
年
）

10
拙
論
「
吉
野
山
の
報
恩
法
師
」（『
現
代
密
教
』
一
七
・
二
〇
〇
四
年
）

11
薗
田
香
融
「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
動
向
」（
京
都
大
学
読
史
会
創
立
五
十
年
記
念
『
国
史
論
集
』
一
・
一
九
六
九
年
）、
逵
日
出
典
『
室
生
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寺
史
の
研
究
』（
巌
南
堂
書
店
・
一
九
七
九
年
）

12
拙
論
「
施
暁
と
梵
釈
寺
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
・
二
〇
〇
八
年
）

13
拙
論
「
聴
福
法
師
考
─
奈
良
末
・
平
安
初
期
の
山
林
修
行
者
─
」（『
智
山
学
報
』
五
五
・
二
〇
〇
六
年
）

14
拙
論
「
玄
賓
法
師
の
生
涯
─
嵯
峨
天
皇
よ
り
の
殊
遇
を
中
心
と
し
て
─
」（『
智
山
学
報
』
五
四
・
二
〇
〇
五
年
）

15
『
三
教
指
帰
』
下
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
七
三
～
四
頁
）

16
『
三
教
指
帰
』
下
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
六
四
～
五
頁
）

17
『
三
教
指
帰
』
上
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
四
一
～
二
頁
）

18
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
鈔
』
九
「
於
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
峯
被
請
乞
入
定
處
表
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
一
七
〇
頁
）

19
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
四
「
辞
小
僧
都
表
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
六
八
頁
）

20
『
仏
説
十
二
頭
陀
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
七
・
七
二
三
頁
下
）

21
永
崎
亮
寛
「
初
期
仏
教
に
お
け
る
頭
陀
行
に
つ
い
て
」（『
密
教
文
化
』
一
二
九
・
一
九
八
〇
年
）

22
『
令
義
解
』
二
「
僧
尼
令
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
二
・
八
二
～
三
頁
）

23
『
令
義
解
』
二
「
僧
尼
令
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
二
・
八
四
～
五
頁
）

24
『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
二
年
十
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
五
頁
）

25
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
刑
罰
賎
沙
弥
乞
食
以
現
得
頓
悪
死
報
縁
第
卅
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
八
七
頁
）

26
『
続
日
本
紀
』
七
「
養
老
元
年
四
月
壬
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
六
八
頁
）

27
造
寺
や
齋
会
な
ど
「
福
」
を
造
る
善
行
や
、
悔
過
な
ど
「
罪
」
を
悔
い
る
行
為
に
よ
り
、
現
世
の
利
益
や
後
世
の
安
穏
が
得
ら
れ
る
と
説
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
す
で
に
中
国
仏
教
に
お
い
て
、こ
う
し
た
罪
福
の
救
済
構
造
が
成
立
し
浸
透
し
て
い
た
。
罪
福
に
よ
る
教
化
は
、自
ず
か
ら
経
済
行
為
を
伴
い
、
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寺
院
の
運
営
や
僧
侶
の
生
活
を
支
え
る
経
済
構
造
の
側
面
も
有
し
て
い
た
。
遠
藤
祐
介
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
経
済
の
祖
形
に
つ
い
て
」（『
蓮
花
寺
佛

教
研
究
所
紀
要
』
二
・
二
〇
〇
九
年
）

28
『
続
日
本
紀
』
九
「
養
老
六
年
七
月
己
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
九
四
頁
）

29
『
続
日
本
紀
』
一
一
「
天
平
三
年
八
月
癸
未
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
二
六
頁
）

30
『
続
日
本
紀
』
一
五
「
天
平
十
五
年
十
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
七
五
～
六
頁
）

31
『
続
日
本
紀
』
一
六
「
天
平
十
七
年
正
月
己
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
八
二
頁
）

32
『
続
日
本
紀
』
一
七
「
天
平
勝
宝
元
年
二
月
丁
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
九
六
～
七
頁
）

33
吉
田
靖
雄
「
行
基
に
お
け
る
三
階
教
お
よ
び
元
暁
と
の
関
係
の
考
察
」（『
歴
史
研
究
』
一
九
・
一
九
八
一
年
）、
洪
在
成
「
三
階
教
の
影
響
─
元
暁
と

行
基
を
考
え
る
─
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
〇
（
二
）・
二
〇
〇
二
年
）

34
三
階
教
に
関
し
て
は
、
西
本
照
真
『
三
階
教
の
研
究
』（
春
秋
社
・
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
。

35
『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
四
年
十
一
月
辛
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
一
一
～
二
頁
）

36
『
続
日
本
紀
四
』「
補
注
三
二
─
七
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
一
五
・
五
七
七
～
八
頁
）

37
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
智
者
誹
妬
変
化
聖
人
而
現
至
閻
羅
闕
受
地
獄
苦
縁
第
七
」、「
贖
蠏
蝦
命
放
生
得
現
報
縁
第
八
」（『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
』
三
〇
・
二
三
三
～
六
頁
）

38
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
聖
徳
太
子
示
異
表
縁
第
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
〇
六
頁
）

39
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
悪
人
逼
乞
食
僧
而
現
得
悪
報
縁
第
十
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
一
四
頁
）

40
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
邪
見
打
破
乞
食
沙
弥
鉢
以
現
得
悪
死
報
縁
第
廿
九
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
二
一
～
二
頁
）

41
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
刑
罰
賎
沙
弥
乞
食
以
現
得
頓
悪
死
報
縁
第
卅
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
八
六
～
七
頁
）
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42
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
繋
沙
弥
乞
食
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
二
～
三
頁
）

43
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
繋
沙
弥
乞
食
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
三
頁
）

44
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
刑
罰
賎
沙
弥
乞
食
以
現
得
頓
悪
死
報
縁
第
卅
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
八
七
頁
）

45
『
三
教
指
帰
』
下
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
六
四
～
五
頁
）

46
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
奉
写
法
華
経
因
供
養
顕
母
作
女
牛
之
因
縁
第
十
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
四
〇
頁
）

47
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
呰
読
法
花
経
品
之
人
而
現
口
喎
斜
得
悪
報
縁
第
十
九
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
一
六
頁
）

48
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
沙
門
誦
持
方
広
大
乗
沈
海
不
溺
縁
第
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
四
～
五
頁
）

49
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
災
与
善
表
相
先
現
而
後
其
災
善
答
被
縁
第
卅
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
九
三
～
四
頁
）

50
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
一
「
入
山
興
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
一
六
～
七
頁
）

51
『
大
漢
和
辞
典
』
五
「
抖
」（
一
四
〇
頁
）、「
擻
」（
四
三
五
頁
）、「
斗
」（
六
〇
七
頁
）、『
同
』
九
「
藪
」（
一
〇
〇
〇
頁
）

52
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
二
「
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
二
六
頁
）

53
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
二
「
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
二
五
頁
）

54
『
高
野
雑
筆
集
』
上
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
一
〇
八
頁
）

55
『
論
語
』「
述
而
第
七
」（『
新
釈
漢
文
大
系
』
一
・
一
五
八
頁
）

56
い
わ
ゆ
る
儒
仏
道
三
教
の
中
の
道
教
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
道
教
」
と
呼
ぶ
の
は
五
世
紀
以
降
と
さ
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
例
え
ば
『
抱
朴
子
』
外

篇
の
自
叙
に
、「
其
れ
内
篇
に
言
く
、
神
僊
、
方
薬
、
鬼
怪
、
変
化
、
養
生
、
延
年
、
禳
邪
、
却
禍
の
事
、
道
家
に
属
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
道
家
」

と
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
福
井
康
順
／
山
崎
宏
／
木
村
英
一
／
酒
井
忠
夫
『
道
教
』（
平
川
出
版
社
・
一
九
八
三
年
）

57
『
荘
子
』「
逍
遥
遊
篇
第
一
」（『
新
釈
漢
文
大
系
』
七
・
一
四
五
頁
）
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58
『
史
記
』「
封
禅
書
第
六
」（『
新
釈
漢
文
大
系
』
四
一
・
二
三
六
頁
）

59
前
掲
註(

56)
60
『
史
記
』「
留
侯
世
家
第
二
五
」（『
新
釈
漢
文
大
系
』
八
七
・
一
〇
七
〇
頁
）

61
麥
谷
邦
夫
「
穀
食
忌
避
の
思
想
─
辟
穀
の
伝
統
を
め
ぐ
つ
て
─
」（『
東
方
學
報
』
七
二
・
二
〇
〇
〇
年
）

62
『
梁
高
僧
伝
』
一
一
「
習
禅
・
釈
法
成
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
九
九
頁
上
）

63
『
梁
高
僧
伝
』
一
二
「
亡
身
・
釈
法
光
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
四
〇
五
頁
下
）

64
『
梁
高
僧
伝
』
一
一
「
習
禅
・
竺
僧
顕
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
九
五
頁
中
）

65
『
梁
高
僧
伝
』
一
一
「
習
禅
・
釈
法
緒
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
九
六
頁
下
）

66
佐
久
間
光
昭
「『
梁
高
僧
伝
』
の
蔬
食
・
苦
行
僧
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
九
・
一
九
八
一
年
）、
同
「『
唐
高
僧
伝
』
の
蔬
食
・
苦
行
僧
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
六
五
・
一
九
八
四
年
）

67
『
梵
網
経
』
下
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
四
・
一
〇
〇
五
頁
中
）

68
『
四
分
律
』
四
二
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
三
・
八
七
二
頁
中
）

69
『
抱
朴
子
』
内
篇
四
「
金
丹
」（『
抱
朴
子
内
篇
校
釈
（
増
訂
本
）〈
新
編
諸
子
集
成
〉』・
中
華
書
局
・
八
四
～
五
頁
）

70
『
神
農
本
草
経
校
注
〈
唐
以
前
中
医
経
典
叢
書
〉』（
学
苑
・
二
〇
〇
八
年
）

71
諏
訪
義
純
「
梁
武
帝
の
「
断
酒
肉
文
」
提
唱
の
文
化
史
的
意
義
─
酒
・
肉
・
葷
辛
の
禁
忌
に
関
す
る
南
北
朝
隋
唐
の
僧
侶
た
ち
の
動
向
か
ら
─
」（『
仏

教
文
化
学
論
集
〈
前
田
恵
学
博
士
頌
寿
記
念
〉』・
山
喜
房
仏
書
林
・
一
九
九
一
年
）

72
『
釈
門
自
鏡
録
』
下
「
飲
噉
非
法
録
九
・
梁
高
祖
断
酒
肉
文
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
一
・
八
一
八
頁
上
）

73
佐
久
間
光
昭
「
廬
山
の
慧
遠
と
蔬
食
苦
行
」（『
宗
教
研
究
』
二
五
九
・
一
九
八
四
年
）
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74
『
梁
高
僧
伝
』
五
「
義
解
二
・
釈
道
安
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
五
二
頁
上
）

75
『
梁
高
僧
伝
』
六
「
義
解
三
・
釈
慧
永
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
六
二
頁
上
）

76
『
梁
高
僧
伝
』
六
「
義
解
三
・
釈
道
祖
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
六
三
頁
上
）

77
『
梁
高
僧
伝
』
七
「
義
解
四
・
釈
道
汪
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
七
一
頁
下
）

78
『
梁
高
僧
伝
』
一
三
「
興
福
・
釈
法
翼
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
四
一
〇
頁
下
）

79
『
梁
高
僧
伝
』
六
「
義
解
三
・
釈
慧
遠
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
六
一
頁
中
）

80
道
安
・
慧
遠
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究
』（
創
文
社
・
一
九
六
二
年
）、
中
嶋
隆
藏
『
六
朝
思
想
の
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
・

一
九
八
五
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

81
『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
三
年
十
一
月
乙
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
八
頁
）

82
拙
論
「
嵯
峨
天
皇
親
書
よ
り
み
た
玄
賓
法
師
の
人
物
像
」（『
佛
教
文
学
』
三
〇
・
二
〇
〇
六
年
）

83
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
修
持
孔
雀
王
呪
法
得
異
験
力
以
現
作
仙
飛
天
縁
第
廿
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
二
〇
～
一
頁
）

84
『
続
日
本
紀
』
一
「
文
武
三
年
五
月
丁
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
頁
）

85
『
霊
異
記
』
上
・
第
廿
八
で
は
、「
葛
木
峯
の
一
言
主
大
神
」
の
託
宣
に
よ
る
讒
言
と
す
る
。

86
二
葉
憲
香
『
古
代
仏
教
思
想
史
研
究
』「
僧
尼
令
と
道
僧
格
」（
永
田
文
昌
堂
・
一
九
六
二
年
）

87
『
霊
異
記
』
上
・
第
十
三
に
、
極
め
て
貧
し
い
女
人
が
「
日
々
に
沐
浴
し
て
身
を
潔
め
綴
を
著
し
、
毎
に
野
に
臨
む
と
き
は
草
を
採
る
こ
と
を
事
と
」

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
行
状
に
神
仙
が
感
応
し
、
女
人
が
採
っ
た
菜
に
仙
草
が
雑
ざ
り
、
こ
れ
を
食
し
て
昇
天
し
た
と
伝
え
る
。
こ
の
説
話
を
評
し

て
景
戒
は
「
仏
法
を
修
さ
ず
し
て
、
風
流
を
好
ま
ば
、
仙
薬
感
応
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
仏
教
者
の
仙
薬
へ
の
親
和
的
な
傾
向
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。（『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
女
人
好
風
聲
之
行
食
仙
草
以
現
身
飛
天
縁
第
十
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
一
三
頁
）
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88
『
本
朝
神
仙
伝
』「
行
叡
居
士
」（『
日
本
思
想
大
系
』
七
・
五
八
一
頁
下
）

89
『
日
本
書
紀
』
三
〇
「
持
統
三
年
正
月
丙
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
九
八
頁
）

90
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
贖
蠏
蝦
命
放
生
得
現
報
縁
第
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
三
五
～
六
頁
）

91
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
憶
持
法
花
經
者
舌
著
曝
髑
髏
中
不
朽
縁
第
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
二
～
三
頁
）

92
『
梵
網
経
』
下
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
四
・
一
〇
〇
八
頁
上
）
に
、「
若
佛
子
常
應
二
時
頭
陀
冬
夏
坐
禪
結
夏
安
居
。
常
用
、楊
枝
、澡
豆
、三
衣
、瓶
鉢
、

坐
具
、
錫
杖
、
香
爐
、
漉
水
嚢
、
手
巾
、
刀
子
、
火
燧
、
鑷
子
、
縄
床
、
經
、
律
、
仏
像
、
菩
薩
形
像
。
而
菩
薩
行
頭
陀
時
及
遊
方
時
。
行
来
百
里
千

里
。
此
十
八
種
物
常
隨
其
身
。
頭
陀
者
従
正
月
十
五
日
至
三
月
十
五
日
。
八
月
十
五
日
至
十
月
十
五
日
。
是
二
時
中
此
十
八
種
物
。
常
隨
其
身
如
鳥
二
翼
」

と
説
く
。

93
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
殺
生
物
命
結
怨
作
狐
狗
互
相
報
怨
縁
第
二
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
三
頁
）

94
『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
三
年
三
月
甲
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
〇
二
頁
）
な
ど
。

95
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
禅
師
将
食
魚
化
作
法
花
経
覆
俗
誹
縁
第
六
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
六
～
七
頁
）

96
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
聖
徳
太
子
示
異
表
縁
第
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
〇
六
頁
）

97
『
本
朝
神
仙
伝
』「
教
待
和
尚
」（『
日
本
思
想
大
系
』
七
・
五
八
一
頁
下
）
に
も
、
智
証
大
師
に
園
城
寺
の
地
を
譲
っ
た
教
待
和
尚
は
、「
数
百
年
に
及

ぶ
と
雖
も
、
容
顔
元
の
如
し
。
た
だ
少
年
の
女
子
の
み
を
愛
し
、
兼
て
魚
の
肉
を
食
ふ
。
口
の
中
よ
り
吐
け
ば
、
変
じ
て
蓮
の
葉
と
成
る
」
と
さ
れ
る
。

98
『
続
日
本
紀
』
三
〇
「
宝
亀
元
年
十
月
丙
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
八
六
頁
）

99
『
類
聚
三
代
格
』
二
「
修
法
灌
頂
事
・
二
月
十
四
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
七
四
頁
）

100
『
類
聚
国
史
』
一
八
七
「
度
者
・
延
暦
十
一
年
正
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
一
二
～
三
頁
）

101
『
類
聚
三
代
格
』
二
「
修
法
灌
頂
事
・
昌
泰
四
年
二
月
十
四
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
七
四
頁
）
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102
『
続
日
本
紀
』
三
八
「
延
暦
四
年
五
月
己
未
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
〇
八
頁
）

103
『
日
本
後
紀
』
八
「
延
暦
十
八
年
六
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
二
頁
）

104
『
続
日
本
紀
』
三
八
「
延
暦
四
年
七
月
癸
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
一
一
頁
）

105
『
続
日
本
紀
』
三
九
「
延
暦
五
年
正
月
壬
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
一
八
頁
）

106
『
続
日
本
紀
』
三
九
「
延
暦
七
年
六
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
三
〇
頁
）

107
『
七
大
寺
年
表
』「
延
暦
十
一
年
壬
申
項
」（『
鈴
木
板
大
日
本
仏
教
全
書
』
八
三
・
三
五
九
頁
）。
な
お
『
類
聚
三
代
格
』「
寺
田
事
・
延
暦
十
四
年
九

月
十
五
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
四
四
七
頁
）
で
は
延
暦
十
年
と
す
る
。

108
『
類
聚
国
史
』
一
八
〇
「
諸
寺
・
延
暦
十
四
年
九
月
己
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
五
七
頁
）

109
『
日
本
後
紀
』
二
四
「
弘
仁
六
年
正
月
丁
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
三
〇
～
一
頁
）

110
『
日
本
紀
略
』
前
一
四
「
弘
仁
十
年
九
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
〇
・
三
〇
九
頁
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
出
家
、
仮
名
乞
児
、
頭
陀
、
斗
薮
、
辟
穀
、
服
餌
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